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【
経
緯
】 

 
 

開
成
五
年
（
八
四
〇
）
七
月
三
日
、
円
仁
が
五
台
山
の
七
仏
教
誡
院
を
訪
れ
た
時
、

遣
唐
留
学
僧
霊
仙
の
死
を
嘆
く
渤
海
僧
貞
素
の
哭
詩
と
序
が
板
に
書
か
れ
、
壁
に
釘

で
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
。
円
仁
は
そ
れ
を
筆
写
し
、
『
入
唐
求
法

巡
礼
行
記
』
巻
三
、
開
成
五
年
七
月
三
日
条
に
掲
載
し
た
。 

 【
本
文
に
つ
い
て
】 

写
本
・
影
印
本 

（
ア
）
東
寺
観
智
院
旧
蔵
本
（
現
個
人
蔵
・
明
治
三
十
六
年
国
宝
、
全
四
帖
、
粘
葉
本
） 

 

奥
書
に
は
、
「
正
応
四
年
十
月
廿
六
日
、
於
長
楽
寺
坊
拭
老
眼
書
写
畢
。
任
本
写

之
。
後
人
以
証
本
可
校
合
耳
。
法
印
大
和
尚
位
遍
照
金
剛
兼
胤
、
七
十
二
記
之
。
（
正

応
四
年
十
月
廿
六
日
、
長
楽
寺
坊
に
於
い
て
、
老
眼
を
拭
い
書
写
し
畢
ぬ
。
本
に
任
せ
之
を
写

し
、
後
人
証
本
を
以
て
校
合
す
べ
き
の
み
。
法
印
大
和
尚
位
遍
照
金
剛
兼
胤
、
七
十
二
之
を
記

す
。
）
」
と
あ
り
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
、
七
十
二
歳
の
兼
胤
（
一
二
二
一
ー
？
）

が
、
京
都
東
山
の
長
楽
寺
で
書
写
し
た
も
の
。
さ
ら
に
「
以
写
本
比
校
了
。
不
審
事

注
而
已
。
二
位
僧
正
寛
円
本
也
。
（
写
本
を
以
て
比
を
校
了
す
。
審
な
ら
ざ
る
事
は
注
す
る

の
み
。
二
位
の
僧
正
寛
円
の
本
な
り
。
）
」
と
あ
り
、
書
写
終
了
後
引
き
続
い
て
校
勘
を

行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
寛
円
は
、
建
暦
元
年
〈
一
二
一
一
〉
に
消
失
し
た
叡
山
の
大
講

堂
、
文
殊
楼
、
総
持
院
な
ど
の
再
建
者
と
同
一
人
物
と
さ
れ
る
）
。
さ
ら
に
別
筆
で
「
明
徳

二
年
十
月
○
日
全
部
四
帖
感
得
了
、
可
喜
々
々
。
法
印
権
大
僧
都
賢
宝
、
生
年
五
十

九
（
明
徳
二
年
十
月
○
日
全
部
四
帖
感
得
し
了
ぬ
。
喜
ぶ
べ
し
、
喜
ぶ
べ
し
。
法
印
権
大
僧
都

賢
宝
、
生
年
五
十
九
）
」
と
い
う
奥
書
が
あ
る
。
賢
宝
は
東
寺
観
智
院
の
僧
で
、
東
寺

の
密
教
哲
学
研
究
を
完
成
さ
せ
た
逸
材
。
東
寺
の
杲
宝
の
も
と
で
出
家
し
、
杲
宝
お

よ
び
杲
宝
の
師
頼
宝
が
未
完
の
ま
ま
残
し
た
密
教
哲
学
の
研
究
に
邁
進
し
、
こ
れ
を

完
成
に
導
い
た
希
代
の
学
僧
で
あ
る
。
以
来
こ
の
書
は
東
寺
観
智
院
に
秘
蔵
さ
れ
、

そ
の
後
東
寺
に
移
り
、
現
在
は
岐
阜
の
安
藤
家
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
『
東
洋
文

庫
論
叢
』
（
第
７ 

一
九
二
六
）
に
撮
影
印
刷
し
た
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
画
像
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
資
料

渤
海
使
関
係
文
筆
資
料
注
釈
稿 

 
 
 

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
三
（
開
成
五
年
七
月
三
日
条
）
所
載
「
哭
日
本
国
内
供
奉
大
徳
霊
仙
和
尚
詩
并
序
」 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

担
当 

 

中
野 

方
子 
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１
）
。
以
下
『
東
寺
本
』
と
略
称
す
る
。 

活
字
本  

（
イ
）
『
續
々
群
書
類
從
』
第
一
二
輯
宗
教
部
（
一
九
〇
七
）
。 

（
ア
）
『
東
寺
本
』
を
活
字
化
し
た
も
の
。
以
下
『
群
書
類
従
本
』
と
略
称
。 

（
ウ
）
『
四
明
餘
霞
』
第
三
二
九
号
附
録
（
一
九
一
四
） 

 

 

池
田
長
田
氏
蔵
本
（
津
金
寺
本
。
文
化
二
〈
一
八
〇
五
〉
年
に
信
濃
の
慧
日
山
津
金
教
寺

の
住
持
で
あ
っ
た
長
海
が
、
比
叡
山
飯
室
谷
松
禅
院
所
蔵
の
写
本
を
写
し
た
も
の
）
を
底
本
と

し
て
活
字
化
さ
れ
た
も
の
。
以
下
『
四
明
本
』
と
略
称
す
る
。 

（
エ
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
遊
方
伝
叢
書
１
（
一
九
一
五
） 

（
ア
）
『
東
寺
本
』
を
底
本
に
（
ウ
）
『
四
明
本
』
で
補
正
し
た
校
定
本
で
あ
る
が
、

割
注
に
「
考
」
と
し
て
私
見
を
加
え
る
。
以
下
『
仏
教
全
書
本
』
と
略
称
す
る
。 

（
オ
）
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
（
一
九
六
四
～
六
九
、
一
九
八
九

復
刊
、
法
蔵
館
） 

本
文
は
（
ア
）
『
東
寺
本
』
に
基
づ
き
、
（
ウ
）
『
四
明
本
』
な
ど
を
参
考
に
し

た
と
あ
る
が
、
底
本
の
文
字
の
判
読
は
、
（
イ
）
『
群
書
類
從
本
』
よ
り
も
正
確
な

場
合
が
多
い
。
以
下
『
小
野
研
究
』
と
略
称
す
る
。 

以
上
が
検
討
の
対
象
と
し
た
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
本
文
で
あ
る
が
、
『
東

洋
文
庫
論
叢
』
（
第
７
）
の
み
が
（
ア
）
の
影
印
本
で
あ
り
、
現
存
す
る
唯
一
の
異
本

と
さ
れ
る
（
ウ
）
池
田
長
田
氏
蔵
本
は
、
『
四
明
餘
霞
』
第
三
二
九
号
附
録
と
し
て

活
字
化
さ
れ
た
も
の
し
か
残
さ
れ
て
い
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
（
イ
）
『
群
書
類
從
本
』

に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
跡
が
み
ら
れ
（
平
澤
加
奈
子
「
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
伝
来
」

〈
鈴
木
靖
民
『
円
仁
と
そ
の
時
代
』
高
志
書
院
二
〇
〇
九
〉
）
、
必
ず
し
も
信
頼
で
き
る
本

文
と
は
い
え
な
い
。 

（
イ
）
（
エ
）
（
オ
）
は
（
ア
）
の
影
印
本
を
底
本
と
し
て
活
字
化
し
た
も
の
で
、

厳
密
な
意
味
で
は
異
本
と
は
い
え
な
い
が
、
後
述
（
【
考
察
】
参
照
）
す
る
よ
う
に
、

（
ア
）
は
判
読
困
難
な
箇
所
も
多
い
た
め
、
活
字
化
す
る
際
に
異
説
も
多
く
、
解
釈

上
そ
れ
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
従
っ
て
資
料
２
と
し
て
、

（
ア
）
を
底
本
と
し
、
（
イ
）
か
ら
（
オ
）
ま
で
を
校
異
と
し
て
挙
げ
た
も
の
を
提

示
す
る
。 

 【
校
訂
本
文
】 

（
ア
）
を
底
本
と
し
、
改
訂
し
た
箇
所
に
傍
線
を
記
し
た
。 

  
 

哭
日
本
国
内
供
奉
大
徳
霊
仙
和
尚
詩
并
序 

渤
海
国
僧
貞
素 

起
余
者
謂
之
応
公
矣
。
公
仆
而
習
之
、
随
師
至
浮
桑
。
小
而
大
之
、
介
立
見
乎
緇
林
。

余
亦
身
期
降
物
、
負
笈
来
、
宗
覇
業
。
元
和
八
年
窮
秋
之
景
、
逆
旅
相
逢
。
一
言
道

合
、
論
之
以
心
。
素
至
於
周
恤
、
小
子
非
其
可
乎
。
居
諸
未
幾
、
早
向
鴒
原
。
鶺
鴒

之
至
、
足
痛
乃
心
。
此
仙
大
師
、
是
我
応
公
之
師
父
也
。
妙
理
先
契
、
示
于
元
元
。

長
慶
二
年
入
室
五
台
、
毎
以
身
厭
青
瘀
之
器
、
不
将
心
聴
白
猿
之
啼
。
長
慶
五
年
日

本
大
王
遠
賜
百
金
、
達
至
長
安
。
小
子
転
領
金
書
、
送
到
鉄
皚
。
仙
大
師
領
金
訖
、
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将
一
万
粒
舎
利
、
新
経
両
部
、
造
勅
五
通
等
、
属
附
小
子
、
請
到
日
本
答
謝
国
恩
。

小
子
便
許
。
一
諾
之
言
、
豈
憚
万
里
重
波
。
得
遂
鍾
无
外
縁
期
乎
遠
大
。
臨
廻
之
日
、

又
附
百
金
。
以
太
和
二
年
四
月
七
日
却
到
霊
境
寺
。
求
訪
仙
大
師
、
亡
来
日
久
。
泣

我
之
血
、
崩
我
之
痛
。
便
泛
四
重
溟
渤
、
視
死
若
帰
。
連
五
同
行
李
如
食
之
頃
者
、

則
応
公
之
原
交
所
致
焉
。
吾
信
始
而
復
終
。
願
霊
几
兮
表
悉
空
、
留
澗
水
嗚
咽
千
秋

之
声
、
仍
以
雲
松
惆
悵
万
里
之
行
。
四
月
蓂
落
加
一
、
首
途
望
京
之
耳
。 

不
那
塵
心
涙
自
涓 

情
因
法
眼
奄
幽
泉 

明
朝
儻
問
滄
波
客 

的
説
遺
鞋
白
足
還 

太
和
二
年
四
月
十
四
日
書 

 【
訓
読
】 

 

 
 

日
本
国
内
供
奉
大
徳
霊
仙
和
尚
を
哭
す
る
詩
并
び
に
序 

渤
海
国
僧
貞
素 

 

余
を
起
す
者
は
之
を
応
公
と
謂
ふ
。
公
は
仆ぼ

く

よ
り
之
を
習
ひ
、
師
に
随
ひ
て
浮
桑

に
至
る
。
小
よ
り
し
て
之
を
大
と
し
、
介
立
し
て
緇
林
に
見
は
る
。
余
も
亦
た
身
に

降
物
を
期
し
、
笈
を
負
ひ
て
来
り
、
覇
業
を
宗
と
す
。
元
和
八
年
窮
秋
の
景
、
逆
旅

に
て
相
逢
ふ
。
一
言
に
し
て
道
は
合
し
、
之
を
論
ず
る
に
心
を
以
て
す
。
素
よ
り
周

し
ゅ
う

恤
じ
ゅ
つ

に
至
る
は
、
小
子
が
其
れ
可
な
る
に
非
ざ
ら
ん
や
。
居
諸
未
だ

幾
い
く
ば
く

も
あ
ら
ず
し

て
、
早
く
鴒
原
に
向
ふ
。
鶺
鴒
の
至
る
は
、
乃
ち
心
を
痛
ま
し
む
る
に
足
る
。
此
の

仙
大
師
は
、
是
れ
我
が
応
公
の
師
父
な
り
。
妙
理
は
先
に
契か

い

し
て
、
元
々
に
示
す
。

長
慶
二
年
五
台
に
入
室
し
、
毎つ

ね

に
身
は

青
し
ょ
う

瘀お

の
器
な
る
を
厭
ふ
を
以
て
し
、
心
は
白

猿
の
啼
く
を
聴
く
を
将
て
せ
ず
。
長
慶
五
年
日
本
の
大
王
は
遠
く
百
金
を
賜
ひ
、
達

し
て
長
安
に
至
ら
し
む
。
小
子
は
金
と
書
を
転
領
し
、
鉄て

つ

𤐂ご
ん

に
送
り
到
ら
し
む
。
仙

大
師
は
金
を
領
し
訖お

は

り
、
一
万
粒
の
舎
利
、
新
経
両
部
、
造
勅
五
通
等
を
将
て
、
小

子
に
属
附
し
、
日
本
に
到
り
て
国
恩
に
答
謝
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
小
子
便
ち
許
す
。

一
諾
の
言
、
豈
に
万
里
の
重
波

ち
ょ
う
は

を
憚
ら
ん
や
。
遂
に
无
外
の
縁
を
鍾あ

つ

め
遠
大
を
期
す

る
を
得
た
り
。
廻か

へ

る
に
臨
み
し
日
、
又
百
金
を
附
せ
ら
る
。
太
和
二
年
四
月
七
日
を

以
て
却
り
て
霊
境
寺
に
到
る
。
仙
大
師
を
求
訪
す
る
に
、
亡
く
な
り
て
こ
の
か
た
日

久
し
。
我
の
血
に
泣
き
、
我
の
痛
み
に
崩
る
。
便
ち
四
重
の
溟
渤

め
い
ぼ
つ

に
泛
ぶ
は
、
死
を

視
る
に
帰
す
る
が
若
し
。
連し

き

り
に
五
た
び
行
李
を
同
じ
く
す
る
こ
と
食
の
頃
の
如
き

は
、
則
ち
応
公
の
原
交
の
致
せ
し
所
な
り
。
吾
は
始
め
を
信
じ
て
終
り
に
復
す
。
願

は
く
は
霊
几
よ
、
悉
く
空
た
る
こ
と
を
表
し
、
澗
水
の
千
秋
嗚
咽
せ
し
声
、
仍か

さ

ね
て

雲
松
を
以
て
万
里
の
行
を
惆
悵
す
る
こ
と
を
留
め
よ
。
四
月
蓂
落
し
て
一
を
加
ふ
、

首
途

か

ど

で

し
て
京
を
望
み
て
之ゆ

く
の
み
。 

 
 

塵
心
を
い
か
ん
と
も
せ
ず
、
涙
は

自
お
の
づ
か

ら

涓
し
た
た

る 

 

情
は
法
眼
に
因
り
て
幽
泉
を
奄
は
む 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

明
朝

儻
あ
る
い

は
滄
波
の
客
を
問
は
ば 

 

的あ
き
ら
か

に
説い

へ

鞋
わ
ら
じ

を
遺
し
て
白
足
に
て
還
る
と 

太
和
二
年
四
月
十
四
日
書
す 
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資
料
１ 

『
東
洋
文
庫
論
叢
』
第
７
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
） 
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資
料
２ 

校
異 

（
凡
例
は
後
掲
） 
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  （
資
料
２ 

凡
例
） 

１
．
（
ア
）
東
寺
観
智
院
旧
蔵
本
（
影
印
本
）
を
底
本
と
し
た
。 

２
．
校
異
に
用
い
た
本
文
（
活
字
本
）
は
以
下
の
通
り
。
（
傍
注
、
異
説
は
と
ら
ず
、
本

文
通
り
と
し
た
。
） 

（
イ
）
『
續
々
群
書
類
從
』
第
一
二
輯
宗
教
部
所
収 

（
ウ
）
『
四
明
餘
霞
』
第
三
二
九
号
附
録 

（
エ
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
遊
方
伝
叢
書
１
。 

（
オ
） 

小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
（
一
九
六
四
～
六
九
、
一
九
八
九

復
刊
、
法
蔵
館
）
。 
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【
語
釈
】 

 

 

語
釈
の
参
考
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

（
１
）
堀
一
郎
『
国
訳
一
切
経
』
史
伝
部
二
五
所
収
（
一
九
三
九
、
一
九
六
三
補
訂
、
大

東
出
版
社
） 

訓
読
・
脚
注
（
本
文
・
訳
な
し
）
。
本
文
は
（
ア
）
『
東
寺
本
』
の
複
写
に
基
づ
き
、

（
イ
）
『
群
書
類
従
本
』
、
（
エ
）
『
仏
教
全
書
本
』
を
参
照
し
た
と
あ
る
。
た
だ

し
、
貞
素
の
文
章
部
分
は
訓
読
が
あ
る
が
、
詩
は
返
り
点
送
り
仮
名
の
み
。
以
下
『
国

訳
』
と
略
称
。 

（
２
）
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
（
一
九
六
四
～
六
九
、
一
九
八
九
復

刊
、
法
蔵
館
） 

 
 
 

 

本
文
・
校
勘
・
訓
読
・
注
。
全
訳
で
は
な
い
。
本
文
は
（
ア
）
『
東
寺
本
』
に
基

づ
き
、
（
ウ
）
『
四
明
本
』
な
ど
を
参
考
に
し
た
と
あ
る
が
、
（
イ
）
『
群
書
類
從 

本
』
よ
り
底
本
の
訓
読
が
正
確
と
思
わ
れ
る
場
合
が
多
い
た
め
、
校
異
の
項
に
も 

（
オ
）
と
し
て
提
示
し
た
。
以
下
『
小
野
研
究
』
と
略
称
。 

（
３
）
足
立
喜
六
訳
注
・
塩
入
良
道
補
注
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
１
・
２
（
『
平
凡

社
東
洋
文
庫
』
一
五
七
・
四
四
二
、
一
九
七
〇
・
一
九
八
五
、
平
凡
社
） 

訳
（
訓
読
）
・
注
の
み
で
本
文
な
し
。
足
立
訳
は
底
本
を
（
ア
）
『
東
寺
本
』
と
し

た
が
、
塩
入
注
は
異
な
る
部
分
は
（
オ
）
の
『
小
野
研
究
』
に
よ
っ
た
と
す
る
。
以

下
『
東
洋
文
庫
』
と
略
称
。 

（
４
）
深
谷
憲
一
訳
『
圓
仁 

入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
（
一
九
九
〇
、
中
公
文
庫
） 

 

本
文
・
現
代
語
訳
・
略
注
。
訓
読
な
し
。
本
文
は
（
イ
）
『
群
書
類
従
本
』
に
よ

る
と
あ
る
。
以
下
『
深
谷
訳
』
と
略
称
。 

（
５
）E

d
w

in
 O

. R
eisch

au
er

『E
n

n
in

's D
iary

: T
h

e R
eco

rd
 o

f a P
ilg

rim
ag

e to
 C

h
in

a 

in
 S

earch
 o

f th
e L

aw

』
（R

o
n
ald

 P
ress,U

.S
. 

1
9

5
5

/1
2
/1

） 

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
英
訳
・
注
。
以
下
『
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
訳
』
と
略
称
。 

 

○
哭 

 
 

人
の
死
喪
を
弔
い
、
大
声
で
泣
き
叫
ぶ
。
「
哭
、
哀
声
也
」
（
『
説
文
解
字
』
）
。 

○
内
供
奉 

 

 
 

宮
中
の
内
道
場
に
出
入
り
を
許
さ
れ
た
僧
。
唐
制
で
は
粛
宗
の
至
徳
元
年
（
七
五

六
）
に
置
か
れ
（
『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
・
大
正
蔵
五
四
ー
Ｐ
２
５
０
ａ
）
、
日
本
で
は
光

仁
天
皇
の
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
採
用
さ
れ
た
（
『
塵
添
壒
囊
抄
』
第
一
五
ー
三
五
）
。

霊
仙
を
内
供
奉
と
称
す
る
の
は
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
み
で
、
他
に
円
仁
が
停

点
普
通
院
（
宿
泊
所
）
に
入
っ
て
、
文
殊
師
利
菩
薩
の
像
を
礼
拝
し
た
時
、
西
堂
の
壁

を
み
る
と
「
日
本
国
内
供
奉
翻
経
大
徳
霊
仙
、
元
和
十
五
年
九
月
十
五
到
此
蘭
若
」

（
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
開
成
五
年
四
月
二
八
日
）
と
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
記
事
が
あ

る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
妻
木
直
良
「
唐
代
の
訳
場
に
参
じ
た
る
唯
一
の
日
本
僧
」（
『
東

洋
学
報
』
三
ー
三
・
一
九
一
三
）
、
小
野
玄
妙
「
平
安
朝
の
文
化
と
入
唐
三
蔵
」
（
『
仏

教
の
美
術
と
歴
史
』
一
九
三
七
）
及
び
『
東
洋
文
庫
』
は
、
唐
朝
の
内
供
奉
で
あ
っ
た
と

み
る
べ
き
と
す
る
。
特
に
近
年
頼
富
本
宏
が
、
「
入
唐
僧
霊
仙
三
蔵
ー
不
空
・
空
海
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を
め
ぐ
る
人
々
（
三
）
ー
」
（
『
僧
伝
の
研
究
』
・
一
九
八
一
）
に
お
い
て
、
「
日
本
国

内
供
奉
翻
経
大
徳
霊
仙
」
と
あ
る
呼
称
の
「
翻
経
」
と
は
、
中
国
で
よ
く
使
用
さ
れ

る
が
、
わ
が
国
で
は
縁
の
薄
い
言
葉
で
あ
る
た
め
、
『
心
地
観
経
』
訳
出
に
協
力
し

た
功
に
よ
り
、
唐
の
憲
宗
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
称
号
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
は
首
肯

す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
『
小
野
研
究
』
は
唐
・
日
本
い
ず
れ
の
内
供
奉
と
も
解
し
う

る
と
す
る
が
、
唐
で
与
え
ら
れ
た
称
号
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。 

○
大
徳 

 
 

徳
の
高
い
僧
へ
の
敬
称
。 

○
霊
仙 

 
 

生
没
年
不
詳
。
平
安
時
代
前
期
の
僧
侶
。
霊
船
・
霊
宣
と
も
書
く
。
興
福
寺
で
法

相
宗
を
学
び
、
遣
唐
留
学
僧
と
な
り
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
、
最
澄
・
空
海
ら

と
と
も
に
入
唐
、
長
安
で
修
行
し
、
唐
の
元
和
五
年
（
八
一
〇
）
、
醴
泉
寺
に
お
い
て
、

北
イ
ン
ド
迦
畢
試
国
出
身
の
渡
唐
僧
で
あ
る
般
若
三
蔵
の
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』

の
翻
訳
事
業
に
加
わ
り
、
日
本
僧
と
し
て
は
例
の
な
い
、
梵
経
か
ら
の
筆
受
・
訳
語

を
勤
め
た
。
唐
の
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
五
台
山
に
移
り
、
留
住
し
て
修
行
を
重
ね

た
。
こ
の
間
み
ず
か
ら
の
手
の
皮
を
剥
い
で
仏
像
を
描
い
た
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
嵯
峨
天
皇
が
霊
仙
の
功
を
讃
え
る
た
め
、
金
百
両
を
渤
海
使
に
託
し
、

唐
の
宝
暦
元
年
（
八
二
五
）
、
渤
海
僧
貞
素
が
彼
に
そ
れ
を
届
け
た
。
彼
は
、
返
礼
と

し
て
一
万
粒
の
仏
舎
利
、
新
訳
経
典
、
勅
書
五
通
を
、
日
本
に
送
り
届
け
る
こ
と
を

貞
素
に
依
頼
す
る
。
返
礼
物
を
日
本
に
届
け
、
淳
和
天
皇
か
ら
再
び
砂
金
百
両
を
託

さ
れ
た
貞
素
は
、
唐
の
太
和
二
年
（
八
二
八
）
四
月
に
五
台
山
に
到
着
し
た
が
、
既
に

霊
仙
は
没
し
て
い
た
。
霊
境
寺
浴
室
院
で
毒
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
貞
素
は
彼
の
死
を

悼
ん
で
「
哭
日
本
国
内
供
奉
大
徳
霊
仙
和
尚
詩
并
序
」
と
い
う
哭
詩
と
序
を
板
上
に

書
し
、
七
仏
教
誡
院
の
壁
に
釘
で
打
ち
つ
け
た
。
な
お
、
堀
池
春
峰
「
興
福
寺
霊
仙

三
蔵
と
常
暁
」
（
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
下 

一
九
七
二
）
に
よ
れ
ば
、
霊
仙
の
遺
物

や
大
元
帥
法
が
、
そ
の
後
入
唐
求
法
を
果
た
し
た
真
言
宗
の
円
行
と
元
興
寺
の
常
暁

が
遺
弟
よ
り
伝
授
さ
れ
、
日
本
に
将
来
し
た
と
い
う
。 

○
貞
素 

 
 

渤
海
僧
。
こ
の
哭
詩
と
序
の
作
者
。
詳
し
い
経
歴
は
未
詳
。
嵯
峨
天
皇
か
ら
託
さ

れ
た
百
金
を
霊
仙
に
届
け
、
依
頼
さ
れ
た
返
礼
物
を
届
け
る
た
め
日
本
に
渡
り
、
再

び
彼
を
訪
ね
る
が
、
既
に
没
し
て
い
た
た
め
、
哭
詩
と
序
を
板
上
に
書
し
、
七
仏
教

誡
院
の
壁
に
釘
で
打
ち
つ
け
た
。
十
二
年
後
、
五
台
山
を
訪
ね
た
円
仁
が
そ
れ
を
見

つ
け
て
書
写
し
、
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
載
せ
た
こ
と
で
名
が
知
ら
れ
る
。 

○
起
余
者 

 

 

「
起
」
は
啓
発
す
る
。
『
東
洋
文
庫
（
足
立
注
ー
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
足
立
氏
の

原
注
）
』
で
は
引
き
立
て
て
く
れ
た
人
と
す
る
が
、
厳
密
に
は
、
自
分
で
は
気
づ
か
な

い
点
を
示
し
て
、
よ
り
高
い
認
識
や
理
解
に
導
く
啓
発
者
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
起
予
者
商
也
、
始
可
与
言
詩
已
矣
（
予
を
起
こ
す
者
は
商
な
り
、
始
め
て
与
に
詩
を
言

ふ
べ
き
の
み
）
」
（
『
論
語
』
八
佾
篇
）
。 

○
応
公 
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応
某
、
あ
る
い
は
某
応
。
「
公
」
は
敬
称
。
最
澄
を
「
澄
公
」
と
し
た
「
答
澄
公

奉
献
詩
」
（
『
文
華
秀
麗
集
』
梵
門
・
嵯
峨
天
皇
）
、
空
海
を
「
海
公
」
と
し
た
「
與
海

公
飲
茶
送
帰
山
」
（
『
経
国
集
』
梵
門
・
嵯
峨
天
皇
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
生
没
年
、
伝

は
未
詳
だ
が
、
貞
素
の
尊
敬
す
る
先
輩
、
あ
る
い
は
同
輩
の
僧
侶
と
み
ら
れ
る
。『
小

野
研
究
』
は
貞
素
の
師
と
す
る
が
、
石
井
正
敏
が
、
『
論
語
』
の
「
起
予
者
商
也
」

を
引
き
、
必
ず
し
も
師
と
と
る
必
要
は
な
く
、
貞
素
を
啓
発
し
た
人
物
と
す
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
（
「
渤
海
の
日
唐
間
に
お
け
る
中
継
的
役
割
に
つ
い
て
」
〈
『
日
本
渤
海
関
係

史
の
研
究
』
二
〇
〇
一
〉
）
。 

○
公
仆
而
習
之 

 

 

「
仆
」
は
「
た
お
れ
る
」
意
だ
が
、
そ
う
す
る
と
文
意
が
解
し
難
い
。
『
小
野
研
究
』

は
、
『
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
訳
』
の
「
幼
」
の
誤
写
と
す
る
説
を
引
く
が
文
意
を
詳
ら
か

に
し
な
い
と
し
、
『
東
洋
文
庫
』
は
「
自
ら
卑
く
し
て
霊
仙
和
尚
に
学
び
」
と
す
る

が
、
い
ず
れ
も
適
切
な
解
と
は
い
え
な
い
。
「
仆
」
を
「
僕
」
の
異
体
字
と
み
れ
ば
、

身
分
を
示
し
、
下
僕
の
意
（
年
若
い
男
の
子
の
意
は
日
本
の
み
）
と
な
る
。
あ
る
い
は
応

公
は
僧
に
仕
え
る
身
分
で
あ
っ
た
か
。
「
之
」
は
仏
法
。 

○
随
師
至
浮
桑 

 

 

「
浮
桑
」
は
、
「
西
経
昧
谷
、
東
极
浮
桑
（
西
は
昧
谷
を
経
、
東
は
浮
桑
を
极
む
）
」
（
張

衡
「
髑
髏
賦
」
『
古
文
苑
』
巻
五
・
四
部
叢
刊
本
の
み
「
浮
桑
」
。
四
庫
全
書
本
は
「
扶
桑
」
）

の
章
樵
注
に
「
日
出
之
処
曰
扶
桑
」
と
あ
り
、
「
扶
桑
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
用
例
は
こ
れ
の
み
な
の
で
確
実
で
は
な
い
が
、
諸
注
が
「
扶
桑
」
と
す
る
の
に

従
う
。
「
扶
桑
」
は
、
本
来
は
特
別
な
「
桑
」
、
神
木
を
い
う
よ
う
だ
が
、
諸
注
全

て
日
本
の
別
号
と
す
る
。
題
に
「
哭
日
本
国
内
供
奉
大
徳
霊
仙
和
尚
詩
并
序
」
と
あ

り
、
ま
た
後
文
に
「
日
本
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
で
、
「
日
本
」
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
『
扶
桑
略
記
』
、
『
扶
桑
集
』
と
い

う
書
名
や
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
六
月
二
三
日
条
に
、
渤
海
国
王
か

ら
の
国
書
に
対
す
る
中
台
省
の
牒
に
「
扶
桑
崇
浪
、
日
域
遐
邦
。
（
扶
桑
浪
崇
く
し
て
、

日
域
邦
を
遐
か
に
す
。
）
」
と
す
る
も
の
、
ま
た
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
三
月
二
六
日
条

の
僧
宗
叡
の
卒
伝
に
、
僧
宗
叡
が
渡
海
し
て
中
国
に
渡
り
、
明
州
に
至
っ
た
と
こ
ろ

で
、
遙
か
「
扶
桑
」
を
目
指
す
李
延
孝
に
め
ぐ
り
会
い
、
同
舟
し
て
本
朝
に
帰
着
し

た
と
い
う
記
事
な
ど
が
み
ら
れ
、
我
が
国
で
「
扶
桑
」
は
日
本
の
こ
と
と
す
る
認
識

が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
貞
素
は
渤
海
人
で
あ
り
、
「
扶
桑
」

は
メ
キ
シ
コ
、
樺
太
、
高
句
麗
、
鬱
陵
島
、
日
本
の
沖
縄
、
関
東
、
東
北
、
北
海
道

な
ど
に
比
定
す
る
諸
説
が
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
（
原
田
実
「
扶
桑
国
記
事
に
関
す
る
諸
説
」

〈
『
古
代
の
海
』
四
五
号 

二
〇
〇
五
．
一
二
〉
）
と
い
う
。
ま
た
、
全
唐
詩
に
お
け
る

「
扶
桑
」
は
、
明
確
に
東
限
の
あ
る
東
方
領
域
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
日
本

は
扶
桑
の
さ
ら
に
東
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
（
中
小
路
駿
逸
『
日
本
文
学
の
構

図
』
桜
楓
社 

一
九
八
三
）
が
あ
る
。
中
小
路
が
あ
げ
る
「
郷
樹
扶
桑
外
」
（
王
維
「
送

祕
書
晁
監
還
日
本
国
」
）
、
「
憐
君
異
域
朝
周
遠 

積
水
連
天
何
処
通 

遙
指
来
従
初

日
外 
始
知
更
有
扶
桑
東
（
憐
れ
む
君
の
異
域
よ
り
周
に
朝
す
る
こ
と
遠
き
を
、
積
水
天
に

連
な
っ
て
何
れ
の
処
に
か
通
ず
る
、
遙
か
に
指
す
来
た
る
こ
と
初
日
の
外
よ
り
す
と
、
始
め
て
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知
る
更
に
扶
桑
の
東
有
る
こ
と
を
）
」
（
劉
長
卿
「
同
崔
載
華
贈
日
本
聘
使
」
）
、
「
絶
国
将

無
外 
扶
桑
更
有
東
（
絶
国
将
に
外
無
か
ら
ん
と
す
る
に
、
扶
桑
更
に
東
有
り
）
」
（
徐
凝

「
送
日
本
使
還
」
）
と
い
っ
た
例
は
、
そ
れ
を
証
す
る
も
の
と
し
て
妥
当
で
あ
る
が
、

結
論
と
し
て
「
扶
桑
」
は
九
州
と
し
、
「
扶
桑
東
」
は
近
畿
地
方
を
指
す
と
す
る
の

は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
全
唐
詩
を
み
る
と
、
「
扶
桑
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
国
は
、

多
く
「
新
羅
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
扶
桑
銜
日
近
（
扶
桑
は
日
を
銜
み
て
近
し
）
」
（
顧

況
「
送
従
兄
使
新
羅
」
）
、
「
東
望
扶
桑
日
（
東
に
扶
桑
を
望
む
日
）
」
（
李
益
「
送
帰
中

丞
使
新
羅
冊
立
弔
祭
」
）
、
「
想
見
扶
桑
受
恩
処
（
扶
桑
を
想
ひ
見
れ
ば
恩
を
受
け
し
処
）
」

（
劉
禹
錫
「
送
源
中
丞
充
新
羅
冊
立
使
」
）
な
ど
で
あ
り
、
貞
素
の
い
う
「
扶
桑
」
は
「
新

羅
」
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
確
実
で
は
な
い
た
め
、
語
釈
は
「
扶

桑
」
の
ま
ま
と
す
る
。
「
師
」
は
応
公
の
師
、
後
文
に
霊
仙
は
応
公
の
師
父
と
あ
る

が
、
こ
の
「
師
」
が
霊
仙
を
指
す
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
『
東
洋
文
庫
』
は
応

公
が
霊
仙
に
従
っ
て
日
本
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
が
、
霊
仙
は
入
唐
後
日
本

に
戻
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
「
扶
桑
」
が
日
本
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す

る
と
別
人
の
可
能
性
が
高
い
。 

○
小
而
大
之 

 
 

幼
年
の
時
か
ら
之
（
仏
法
）
を
重
要
な
も
の
だ
と
し
て
。
『
東
洋
文
庫
』
は
「
幼
少

の
時
よ
り
性
行
は
偉
大
に
し
て
抜
き
ん
で
」
、
『
小
野
研
究
』
に
は
注
な
し
。 

○
介
立
見
緇
林 

 

「
介
立
」
は
、
他
の
力
を
あ
て
に
し
な
い
で
、
自
分
だ
け
の
力
で
物
事
を
行
な
う
。

「
其
為
僧
也
介
立
而
寡
慾
群
居
終
日
。
（
其
の
僧
為
る
や
、
介
立
し
て
寡
慾
、
群
居
す
る

こ
と
終
日
な
り
。
）
」
（
『
宋
高
僧
伝
』
二
二
宗
合
伝
、
大
正
蔵
巻
五
十
ー
ｐ
三
五
二
ｂ
）
の

如
く
、
『
東
洋
文
庫
』
や
『
深
谷
訳
』
の
い
う
「
抽
き
ん
出
る
、
顕
著
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
は
み
ら
れ
な
い
。
『
国
訳
』
の
注
に
あ
る
「
中
間
に
あ
る
、
又
は
た
す
け

な
く
孤
立
独
立
す
る
」
と
い
う
の
が
「
介
立
」
の
本
義
。
「
緇
林
」
の
「
緇
」
は
墨

染
め
の
色
、
僧
侶
の
衣
服
、
転
じ
て
僧
徒
、
多
く
の
僧
。
「
至
年
十
七
遂
預
緇
林
（
年

十
七
に
至
り
て
遂
に
緇
林
に
預
か
る
）
」
（
『
宋
高
僧
伝
』
四
・
大
慈
恩
寺
窺
基
傳
・
大

正
蔵
巻
五
十
ー
ｐ
七
二
五
ｃ
）
。 

○
降
物 

 

 
 

用
例
も
少
な
く
、
前
後
と
の
つ
な
が
り
も
今
ひ
と
つ
わ
か
り
に
く
く
、
適
解
を
見

い
だ
し
に
く
い
が
、
『
小
野
研
究
』
が
、
華
美
を
去
っ
て
実
に
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う

と
す
る
の
に
従
う
。
「
日
過
分
而
未
至
。
三
辰
有
災
。
於
此
乎
、
百
官
降
物
（
日
分
を

過
ぎ
て
未
だ
至
な
ら
ず
。
三
辰
に
災
有
り
。
是
に
於
て
か
、
百
官
物
を
降
す
）
」
（
『
春
秋
左

氏
伝
』
昭
公
十
七
年
条
）
、
三
辰
（
日
・
月
・
星
）
に
災
い
が
起
こ
れ
ば
、
百
官
は
飾
り

の
あ
る
衣
服
を
避
け
て
素
服
（
白
い
朝
服
）
を
着
る
と
あ
る
。 

○
負
笈
来
宗
覇
業  

「
笈
」
は
行
脚
僧
や
修
験
者
な
ど
が
仏
像
、
仏
具
、
経
巻
、
衣
類
な
ど
を
入
れ
て
背

負
う
箱
。
「
覇
業
」
は
、
力
を
も
っ
て
天
下
を
支
配
す
る
こ
と
だ
が
、
あ
ま
り
そ
ぐ

わ
ず
、
未
詳
。
『
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
訳
』
は
「
覇
」
は
同
音
の
「
貝
」
、
「
業
」
を
「
葉
」

と
読
ん
で
、
「
貝
葉
（
バ
イ
タ
ラ
）
」
、
つ
ま
り
経
典
と
す
る
が
、
『
小
野
研
究
』
が
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そ
れ
を
批
判
し
、
論
義
等
を
さ
し
て
お
り
、
論
敵
を
説
き
伏
せ
ね
ば
止
ま
ぬ
と
い
っ

た
こ
と
を
形
容
し
、
制
覇
の
連
想
か
ら
覇
業
と
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
す

る
解
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
『
東
洋
文
庫
』
は
、
貞
素
が
霊
仙
の
教
化
を
受
け
た
い

と
思
っ
て
五
台
山
に
来
た
と
す
る
が
、
こ
の
部
分
は
貞
素
が
霊
仙
に
出
会
う
前
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
宗
」
は
根
本
と
す
る
の
意
。 

○
元
和
八
年 

 

 
 

 

西
暦
八
一
三
年
。
和
暦
弘
仁
四
年
。 

○
窮
秋
之
景 

 
 

 

晩
秋
の
時
候
。
秋
の
終
わ
り
。
陰
暦
九
月
の
称
。
「
懐
古
対
窮
秋 

興
言
傷
遠
客

（
古
を
懐
ひ
て
窮
秋
に
対
し
、
言
を
興
し
て
遠
客
を
傷
む
）
」
（
張
九
齡
「
南
陽
道
中
作
」
）
。 

○
逆
旅 

 

「
逆
旅
」
の
「
逆
」
は
迎
え
る
、
旅
客
を
迎
え
る
所
、
宿
屋
、
旅
館
。
単
な
る
「
旅
」

の
意
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
と
も
と
れ
る
が
、
一
応
「
宿
」
と
み
て
お
く
。 

○
相
逢 

 

『
東
洋
文
庫
』
、
『
小
野
研
究
』
の
い
う
貞
素
が
応
公
と
出
会
っ
た
こ
と
と
み
る
。

『
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
訳
』
、
『
深
谷
訳
』
は
貞
素
が
霊
仙
と
出
会
っ
た
と
す
る
が
、
こ

こ
は
応
公
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。 

○
一
言
道
合 

 

論
之
以
心 

「
一
言
」
は
一
つ
の
こ
と
ば
。
一
言
交
わ
し
た
だ
け
で
目
指
す
道
は
一
致
し
て
い
る

と
感
じ
、
論
を
交
わ
す
に
も
言
葉
だ
け
で
な
く
心
が
通
じ
合
う
。
「
一
言
道
合 

止

于
山
亭
三
日
（
一
言
道
合 

山
亭
に
止
ま
る
に
三
日
）
」
（
元
稹
「
贈
毛
仙
翁
詩
序
」
）
、

元
稹
が
道
家
で
あ
る
毛
仙
翁
と
行
き
合
い
、
意
気
投
合
し
た
と
あ
り
、
他
に
杜
牧
「
祭

處
州
李
使
君
文
」
に
も
用
例
あ
り
。
仏
典
で
は
「
同
気
相
求
、
一
言
一
道
合
（
同
気
相

求
め
、
一
言
一
道
合
ふ
）
」
（
「
宋
高
僧
伝
」
巻
一
三
、
円
紹
伝
、
大
正
蔵
巻
五
十
ー
七
八
四

ｃ
）
、
大
中
十
年
（
八
五
八
）
、
唐
相
国
裴
公
休
に
円
紹
が
出
会
う
場
面
に
用
い
ら
れ

る
例
が
あ
る
。
「
以
心
」
は
言
葉
を
媒
介
と
せ
ず
悟
っ
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
他
人
の

心
に
伝
え
る
意
、
議
論
を
す
る
際
に
言
葉
が
な
く
て
も
伝
わ
っ
た
。
『
東
洋
文
庫
』

は
「
一
言
に
し
て
道
と
す
る
主
義
は
相
合
し
衷
心
を
吐
露
し
て
相
論
じ
た
。
意
気
は

全
く
投
合
し
、
肝
胆
は
相
照
ら
し
た
」
と
し
、
『
深
谷
訳
』
も
ほ
ぼ
同
意
。 

○
素
至
於
周
恤 

小
子
非
其
可
乎 

「
素
」
を
『
東
洋
文
庫
』
は
貞
素
と
す
る
が
、
「
小
子
」
と
い
う
自
称
が
あ
る
の
で

従
え
ず
、
『
小
野
研
究
』
の
い
う
「
も
と
よ
り
」
と
み
る
。
「
周
恤
」
を
『
東
洋
文

庫
』
は
「
周
塩
」
と
読
み
、
周
は
広
く
万
物
を
知
り
、
あ
ま
ね
く
万
事
に
達
す
る
な

り
、
塩
は
艶
に
し
て
艶
麗
の
義
、
「
周
塩
」
は
周
到
、
豊
満
、
美
麗
の
意
で
周
塩
に

至
る
と
は
自
ら
大
成
し
た
る
を
い
う
と
し
て
応
公
の
感
化
に
よ
っ
て
貞
素
が
大
成
し

た
と
し
、
『
深
谷
訳
』
は
『
東
洋
文
庫
』
に
従
う
。
だ
が
、
底
本
に
は
「
忄
」
が
「
土
」

偏
に
似
る
と
い
う
書
き
癖
が
あ
る
た
め
、
『
小
野
研
究
』
が
「
周
恤
（
あ
ま
ね
き
う
れ

い
）
」
と
す
る
読
み
を
と
る
。
た
だ
し
『
小
野
研
究
』
は
こ
こ
で
文
を
切
っ
て
、
前
文

と
関
わ
ら
せ
、
同
学
同
志
が
ね
ぎ
ら
い
あ
っ
て
意
気
合
致
し
た
と
『
東
洋
文
庫
』
と

似
た
方
向
で
解
し
、
「
小
子
非
其
可
乎
」
の
説
明
は
な
く
、
「
周
恤
」
と
い
う
読
み
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と
照
応
し
な
い
。
「
周
恤
」
は
諸
橋
『
大
漢
和
辞
典
』
に
「
救
い
あ
わ
れ
む
こ
と
」

と
あ
る
が
、
用
例
は
少
な
く
、
あ
っ
て
も
後
代
の
も
の
、
一
つ
だ
け
五
世
紀
に
訳
出

さ
れ
た
仏
典
に
「
常
歎
布
施
徳 

愍
念
常
周
恤
（
常
に
布
施
の
徳
を
歎
き
、
常
に
周
恤
を

念
ふ
を
愍
れ
む
）
」
（
『
分
別
業
報
略
経
』
大
正
蔵
巻
十
七
ー
四
四
九
ｃ
）
と
い
う
例
が
あ

る
。
次
の
「
鴒
原
」
と
関
わ
ら
せ
、
「
救
い
憐
れ
む
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
の
は
」

と
み
て
、
「
小
子
非
其
可
乎
」
は
、
（
そ
ん
な
事
態
に
な
っ
て
も
）
自
分
に
は
何
が
で
き

た
だ
ろ
う
か
と
解
し
た
い
。
『
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
訳
』
が
、
「
素
至
於
周
恤
」
の
「
素
」

を
「
貞
素
」
と
み
て
、
貞
素
が
霊
仙
の
助
手
に
な
っ
た
と
す
る
の
は
従
え
な
い
が
、

「
小
子
非
其
可
乎
」
に
つ
い
て
、
「
そ
の
ほ
か
に
私
に
何
が
な
し
得
た
ろ
う
か
」
と

す
る
の
は
私
見
に
近
い
。 

○
居
諸 

 
 

月
日
。
歳
月
。
「
日
居
月
諸
（
日
や
月
や
）
」
（
『
詩
経
』
邶
風
・
日
月
）
の
助
詞
部

分
に
基
づ
く
。 

○
未
幾
早
向
鴒
原 

 
 

東
寺
本
「
鴿
」
は
土
鳩
、
家
鳩
の
意
だ
が
、
「
鴿
原
」
と
い
う
語
は
み
ら
れ
ず
、

『
仏
教
全
書
本
』
、
『
小
野
研
究
』
が
「
鴒
原
」
と
す
る
の
に
従
う
。
「
鴒
原
」
は

鶺
鴒
の
い
る
原
野
。
「
脊
令
在
原 

兄
弟
急
難
（
脊
令
原
に
在
り 

 

兄
弟
難
に
急
く
）
」

（
『
詩
経
』
・
小
雅
・
常
棣
）
を
出
典
と
す
る
。
『
東
洋
文
庫
』
に
は
、
「
急
難
の
場
合

に
立
ち
向
か
う
た
」
、
即
ち
師
の
命
を
奉
じ
て
日
本
に
使
い
す
る
大
事
と
な
っ
た
と

あ
り
、
『
深
谷
訳
』
も
貞
素
を
主
語
と
み
る
。
『
小
野
研
究
』
は
、
『
詩
経
』
の
後

半
部
分
「
毎
有
良
朋 

況
也
永
歎
（
良
朋
有
り
と
毎
も
況
に
永
く
歎
く
也
）
」
を
引
き
、

情
誼
の
あ
る
も
の
が
や
む
を
え
ざ
る
事
情
の
た
め
別
離
す
る
の
を
痛
恨
し
た
こ
と
ば

と
し
て
お
り
、
主
語
が
明
記
さ
れ
な
い
が
、
貞
素
が
霊
仙
の
依
頼
を
受
け
て
日
本
に

向
か
う
こ
と
を
鴒
原
に
向
か
う
と
し
、
鶺
鴒
で
あ
る
自
分
（
貞
素
）
が
日
本
に
至
る
こ

と
が
、
応
公
の
心
を
痛
ま
せ
る
に
十
分
だ
っ
た
と
す
る
解
釈
と
み
ら
れ
る
。
本
文
に

も
主
語
が
明
記
さ
れ
ぬ
た
め
、
鴒
原
に
向
か
う
の
が
、
応
公
な
の
か
貞
素
な
の
か
判

断
が
難
し
い
が
、
貞
素
が
日
本
に
行
く
こ
と
を
こ
の
位
置
に
配
す
る
の
は
時
系
列
が

乱
れ
る
た
め
妥
当
で
は
な
い
。
次
の
「
鶺
鴒
之
至 

足
痛
乃
心
」
ま
で
が
応
公
と
貞

素
と
の
関
わ
り
を
述
べ
た
部
分
で
、
「
此
仙
大
師
」
か
ら
霊
仙
の
こ
と
を
述
べ
始
め

る
と
み
る
方
が
、
整
理
さ
れ
た
叙
述
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

応
公
が
鴒
原
に
向
か
っ
た
事
情
は
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
「
鴒
原
」
は
、
『
詩

経
』
常
棣
を
典
拠
と
す
る
が
、
辞
書
な
ど
に
多
い
「
危
機
的
状
況
に
あ
る
兄
弟
を
助

け
る
こ
と
」
と
す
る
解
釈
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
常
棣
篇
に
は
鶺
鴒
の
喩
え
を

述
べ
る
箇
所
の
前
に
「
死
喪
之
威 

兄
弟
孔
懐 

原
隰
裒
矣 

兄
弟
求
矣
（
死
喪
の
威

に
も 

兄
弟
孔
だ
懐
ふ 

原
隰
に
裒
る
も 

兄
弟
求
む
）
」
と
い
う
死
の
危
険
が
迫
っ
て
い

る
時
も
兄
弟
は
助
け
合
う
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
鴒
原
」
は
、
兄
弟
愛
と

深
く
関
わ
る
と
同
時
に
、
通
常
水
辺
に
い
る
は
ず
の
鶺
鴒
が
高
原
で
鳴
い
て
い
る
と

い
う
危
険
な
状
況
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
「
鴒
原
荒
宿
草 

鳳
沼
接
亨
衢
（
鴒
原
に
宿
草

荒
る 

鳳
沼
亨
衢
に
接
す
）
」
（
杜
甫
「
贈
韋
左
丞
丈
済
」
）
が
あ
る
。
左
丞
丈
済
の
兄
の
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葬
地
に
は
旧
草
が
は
び
こ
っ
て
荒
れ
て
い
る
が
、
あ
な
た
が
い
る
鳳
沼
（
鳳
闕
）
は
天

上
に
通
じ
て
い
る
道
に
接
し
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
で
、
「
鴒
原
」
は
、
左
丞
丈
韋

済
の
兄
韋
恒
が
死
ん
で
葬
ら
れ
た
地
を
指
す
。
ま
た
墓
誌
銘
や
碑
に
、
「
令
弟
二
人
、

曰
文
遇
・
文
造
、
悼
鴒
原
而
遽
絶
、
誰
済
急
難…

（
令
弟
二
人
文
遇
・
文
造
と
曰
ふ
、
鴒

原
に
遽
絶
す
る
を
悼
み
、
誰
か
急
難
を
済
は
む…

）
」
（
「
汝
南
周
君
墓
誌
銘
」
誌
文
・
大
中

二
年
〈
八
四
八
〉
）
、
「
有
弟
道
士
曰
斉
荘
、
鴒
原
永
懐
、
式
昭
至
德
（
弟
道
士
有
り
、

斉
荘
と
曰
ふ
、
鴒
原
永
く
懐
ふ
，
式
て
至
德
を
昭
ら
さ
む
）
」
（
関
和
「
劉
尊
師
碑
銘
」
銘
文
・

劉
尊
師
は
開
元
年
間
の
人
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
後
の
二
例
は
、
兄
の
夭
折
を
弟
が
歎

く
も
の
で
、
兄
が
亡
く
な
っ
た
場
所
を
「
鴒
原
」
と
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

応
公
は
「
鴒
原
（
葬
地
、
死
地
）
」
に
赴
い
た
と
考
え
る
。 

 
 

 
  

○
鶺
鴒
之
至 

足
痛
乃
心 

 

「
鶺
鴒
」
は
先
掲
の
『
詩
経
』
（
小
雅
・
常
棣
）
を
出
典
と
し
、
「
至
」
は
危
機
（
あ

る
い
は
死
）
を
知
っ
て
兄
弟
が
駆
け
つ
け
る
こ
と
を
い
う
。
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

応
公
と
貞
素
は
兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
弟
分
の
貞
素
が
応
公
の

危
難
（
死
に
近
い
危
篤
状
態
）
を
知
っ
て
駆
け
つ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
を
ひ
ど
く
痛

ま
せ
た
。
先
掲
し
た
「
原
隰
裒
矣 

兄
弟
求
矣
（
原
隰
に
裒
る
も 

兄
弟
求
む
）
」
（
『
詩

経
』
常
棣
）
は
、
兄
弟
が
互
い
に
引
き
合
う
も
の
と
す
る
解
と
、
原
隰
に
倒
れ
て
も
兄

弟
は
そ
の
屍
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
解
が
あ
り
（
新
釈
漢
文
大
系

『
詩
経
』
）
、
後
者
の
解
を
と
れ
ば
、
貞
素
は
応
公
の
屍
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。 

○
此
仙
大
師
、
是
我
応
公
之
師
父
也 

 

「
仙
大
師
」
は
霊
仙
、
「
師
父
」
は
父
の
よ
う
に
敬
い
親
し
む
師
。
こ
の
霊
仙
大
師

こ
そ
は
ま
さ
に
我
が
応
公
の
師
で
あ
っ
た
。 

○
妙
理
先
契 

示
于
元
元  

 

「
妙
理
」
は
深
妙
不
可
思
議
な
理
法
、
こ
よ
な
き
真
理
。
「
契
」
は
仏
教
語
で
、
か

な
う
、
こ
よ
な
き
真
理
に
か
な
う
と
は
、
仏
法
の
真
理
を
会
得
し
た
と
い
っ
た
意
味

か
。
「
元
元
」
は
庶
民
、
万
民
。
「
下
為
元
元
所
帰(

下
は
元
元
の
帰
す
る
所
と
為
す)

」

（
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
）
の
李
賢
注
に
「
元
元
謂
黎
庶
也
（
元
元
は
黎
庶
を
謂
ふ
也
〈
「
黎

庶
」
は
民
衆
、
多
く
の
民
〉
）
」
と
あ
る
。
ま
ず
自
分
が
妙
理
と
一
体
と
な
っ
て
会
得
し
、

そ
れ
を
万
民
に
示
し
た
。
仏
典
の
用
例
は
「
契
妙
理
」
が
多
く
、
語
順
は
「
先
契
妙

理
」
と
あ
る
べ
き
か
。 

 

○
長
慶
二
年
入
室
五
台 

 
 

東
寺
本
「
長
広
二
年
」
と
あ
る
が
「
長
広
」
と
い
う
年
号
は
な
く
、
他
本
の
「
長

慶
二
年
」
を
と
る
。
長
慶
二
年
は
八
二
二
年
、
霊
仙
は
先
述
の
ご
と
く
「
日
本
国
内

供
奉
翻
経
大
徳
霊
仙
、
元
和
十
五
年
九
月
十
五
到
此
蘭
若
」
（
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』

開
成
五
年
四
月
二
十
八
日
）
、
元
和
十
年
（
八
二
〇
）
に
五
台
山
に
入
っ
た
と
あ
る
の
で
、

二
度
目
の
参
台
か
、
貞
素
の
間
違
い
か
。
「
入
室
」
の
原
意
は
弟
子
入
り
す
る
こ
と
、

師
家
に
入
っ
て
親
し
く
教
え
や
導
き
を
受
け
る
こ
と
、
師
か
ら
仏
法
の
奥
義
を
伝
え

ら
れ
る
こ
と
。 

○
青
瘀 
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「
青
瘀
」
は
水
ぶ
く
れ
に
な
っ
た
も
の
、
青
黒
く
古
血
の
よ
う
な
色
、
肉
体
の
腐
敗

す
る
段
階
を
「
青
瘀
の
相
」
と
い
う
。
「
不
浄
十
想
。
一
膖
脹
想
。
二
青
瘀
。
三
爛

壞
。
四
棄
擲
。
五
鳥
獸
食
噉
。
六
身
肉
分
張
。
七 

斬
斫
離
散
。
八
赤
血
塗
染
。
九
虫

臭
。
十
骨
想
。
」
（
『
金
光
明
最
勝
王
経
疏
』
大
正
蔵
三
十
九
ー
ｐ
二
七
四
ｂ
）
。 

○
白
猿
之
啼 

 

「
意
馬
心
猿
」
の
「
心
猿
」
の
ご
と
く
、
心
の
欲
を
制
し
が
た
い
こ
と
を
、
猿
が
わ

め
き
騒
ぐ
こ
と
に
た
と
え
る
。
「
白
」
は
「
青
」
に
対
し
て
用
い
た
。 
 

○
長
慶
五
年
、
日
本
大
王
遠
賜
百
金
達
至
長
安 

 

 

長
慶
は
四
年
ま
で
、
五
年
は
な
く
、
宝
暦
元
年
に
該
当
し
、
西
暦
八
二
五
年
、
和

暦
天
長
二
年
と
な
り
、
日
本
で
は
淳
和
天
皇
の
治
世
に
当
た
る
。
だ
が
上
田
雄
氏
を

始
め
諸
注
は
、
こ
の
「
日
本
大
王
」
は
淳
和
天
皇
で
は
な
く
嵯
峨
天
皇
と
す
る
。
霊

仙
に
一
回
目
の
百
金
を
賜
っ
た
記
録
は
国
史
に
み
ら
れ
な
い
が
、
嵯
峨
朝
に
は
、
渤

海
使
が
七
度
来
日
、
長
慶
年
間
で
は
、
第
二
十
回
の
王
文
矩
（
長
慶
元
年
〈
弘
仁
十
二

年
〔
八
二
一
〕
十
一
月
十
三
日
〉
来
日
）
、
第
二
十
一
回
高
貞
泰
（
長
慶
三
〈
弘
仁
十
四
年

〔
八
二
三
〕
十
一
月
二
十
二
日
〉
来
日
）
で
あ
る
。
第
二
十
一
回
高
貞
泰
は
上
京
を
許
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
、
第
二
十
回
王
文
矩
の
時
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
百
金
が

渤
海
使
に
よ
っ
て
長
安
に
運
ば
れ
た
の
は
、
「
長
慶
二
年
正
月
、
又
遣
使
来
。
四
年

二
月
、
大
睿
等
五
人
来
朝
、
請
備
宿
衛
」
（
『
旧
唐
書
』
巻
百
九
十
九 

渤
海
鞨
靺
伝
）

と
い
う
渤
海
使
の
長
安
入
京
の
日
時
か
ら
み
て
、
長
慶
二
年
正
月
は
時
間
的
に
無
理

で
あ
る
か
ら
、
長
慶
四
年
二
月
と
考
え
ら
れ
、
貞
素
が
そ
れ
を
五
台
山
の
霊
仙
に
届

け
た
の
が
宝
暦
元
（
長
慶
五
年
）
と
い
う
こ
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
い
う
「
長
慶
五

年
」
と
は
、
日
本
大
王
が
百
金
を
下
賜
し
た
年
で
は
な
く
、
貞
素
の
も
と
に
百
金
が

届
い
た
年
で
あ
る
。 

○
小
子
転
領
金
書 

送
到
鉄
皚 

 
 

貞
素
は
長
安
を
訪
れ
た
渤
海
使
か
ら
百
金
と
書
を
受
け
取
り
、
霊
仙
に
届
け
た
。

「
鉄
皚
」
は
霊
仙
の
居
所
。
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
同
月
同
日
の
後
文
で
、
老
僧

に
霊
仙
の
死
を
教
え
ら
れ
る
箇
所
に
、
霊
仙
は
多
く
「
鉄
皚
蘭
若
（
鉄
皚
寺
）
」
及
び

「
七
仏
教
誡
院
」
に
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。 

○
一
万
粒
舎
利 

 
 

「
舎
利
」
は
釈
迦
の
遺
骨
。
仏
舎
利
。
頼
富
本
宏
（
「
内
供
奉
」
の
項
、
先
掲
論
文
）

が
、
一
万
粒
の
仏
舎
利
は
、
他
の
日
唐
僧
が
将
来
し
た
仏
舎
利
に
比
べ
て
膨
大
な
数

で
あ
る
と
し
て
、
当
時
の
日
本
は
造
寺
の
た
め
に
多
く
の
舎
利
を
必
要
と
し
て
い
た

と
す
る
の
は
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。 

○
新
経
両
部 

 
 

新
訳
の
経
典
両
部
。
霊
仙
が
参
加
し
た
新
訳
『
心
地
観
経
』
八
巻
二
部
（
元
和
六

年
〈
八
一
一
〉
正
月
訳
了
）
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

○
造
勅
五
通 

 

 
「
造
勅
」
は
不
審
だ
が
、
「
造
」
に
は
告
げ
る
意
が
あ
る
。
『
小
野
研
究
』
は
、
『
覚

禅
抄
』
舎
利
条
を
引
き
、
「
造
勅
」
は
「
告
勅
」
か
と
し
て
、
僧
侶
の
告
身
位
記
の

ご
と
き
を
指
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
頼
富
本
宏
（
「
内
供
奉
」
の
項
、
先
掲
論
文
）



82 

 

は
、
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
た
勅
書
か
僧
侶
の
告
身
作
記
か
と
す
る
。 

○
属
附 

 
 

言
い
つ
け
る
。
頼
む
。 

○
小
子
便
許 

「
便
」
は
す
ぐ
に
。
貞
素
は
す
ぐ
に
霊
仙
の
預
託
を
承
諾
し
た
。 

○
鍾
无
外
縁 

「
鍾
」
は
あ
つ
め
る
。
「
天
鍾
美
於
是
（
天
は
美
を
是
に
鍾
め
た
り
）
」
（
『
春
秋
左
氏

伝
』
昭
公
二
十
八
年
）
。
仏
教
語
「
外げ

縁え
ん

」
は
内
側
の
直
接
的
原
因
を
外
か
ら
助
け
る

間
接
的
な
原
因
を
い
う
が
、
こ
こ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
「
无
（
無
）
外
」
、
「
无

（
無
）
外
の
縁
」
の
用
例
を
見
い
だ
せ
な
い
が
、
外
れ
る
縁
が
無
い
、
従
っ
て
す
べ
て

の
縁
と
い
う
こ
と
か
。
『
小
野
研
究
』
の
「
す
べ
て
の
あ
ま
ね
き
仏
縁
」
、
『
東
洋

文
庫
』
の
「
因
縁
あ
る
も
の
の
援
護
」
と
あ
る
の
に
従
う
。 

○
臨
廻
之
日 

又
附
百
金 

 
 

帰
る
に
あ
た
っ
て
、
淳
和
天
皇
は
再
び
百
金
を
託
さ
れ
た
。
霊
仙
か
ら
依
頼
さ
れ

た
も
の
が
日
本
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
『
類
聚
国
史
』
天
長
三
年
（
八
二
六)
五
月

十
五
日
、
淳
和
天
皇
書
（
塩
島
翔
「
天
長
元
年
五
月
十
五
日
『
淳
和
天
皇
書
』
〈
『
類
聚
国

史
』
巻
一
九
四
〉
〈
『
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
』
一
五
号 

二
〇
二
二
・
三
〉
）

に
「
使
承
祖
等
、
転
送
在
唐
学
問
僧
霊
仙
表
物
来
。
（
使
の
承
祖
等
、
在
唐
の
学
問
僧
の

霊
仙
の
表
物
を
転
送
し
て
来
た
り
。
）
」
と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

淳
和
天
皇
は
、
渤
海
使
高
承
祖
が
霊
仙
か
ら
の
表
物
を
転
送
し
て
き
た
こ
と
を
深
く

喜
び
讃
え
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
「
其
釈
貞
素
、
操
行
所
缺
者
、
承
祖
周
悉
。

（
其
れ
釈
貞
素
、
操
行
缺
く
所
、
承
祖
周
悉
す
。
）
」
と
、
貞
素
が
操
行
に
欠
け
た
と
こ
ろ

が
あ
る
こ
と
は
、
高
承
祖
が
詳
し
く
知
っ
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
霊
仙
の
表
物
を

わ
ざ
わ
ざ
日
本
ま
で
持
参
し
た
人
物
の
評
と
し
て
は
不
可
解
と
さ
れ
て
き
た
。
『
小

野
研
究
』
は
、
「
無
」
な
い
し
「
不
」
の
如
き
否
定
の
文
字
の
脱
落
で
、
本
来
は
貞

素
の
節
操
を
た
た
え
た
こ
と
ば
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。 

 

○
太
和
二
年
四
月
七
日  

 
 

西
暦
八
二
八
年
、
和
暦
天
長
五
年
。 

○
霊
境
寺 

 

唐
の
大
暦
年
間
（
七
六
六
ー
七
七
九
）
に
造
営
さ
れ
た
。
五
台
山
の
南
台
を
去
る
こ

と
二
十
里
に
あ
る
。 

○
亡
来
日
久 

 
 

亡
く
な
っ
て
か
ら
日
が
た
っ
て
い
た
。
霊
仙
の
死
は
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
同

月
同
日
の
後
文
に
、
大
暦
霊
境
寺
に
到
り
、
宿
老
に
霊
仙
三
蔵
の
亡
く
な
っ
た
所
を

問
う
と
「
霊
仙
三
蔵
先
曽
多
在
鉄
懃
蘭
若
及
七
仏
教
誡
院
。
後
来
此
寺
、
住
浴
室
院
。

被
人
薬
殺
中
毒
而
亡
過
。
弟
子
等
埋
殯
未
知
何
処
（
霊
仙
三
蔵
は
先
に
曽
て
多
く
鉄

懃
蘭
若
及
び
七
仏
教
誡
院
に
在
り
。
後
に
此
の
寺
に
来
り
て
、
浴
室
院
に
住
す
。
人

に
薬
殺
を
被
り
、
毒
に
当
た
り
て
亡
過
す
。
弟
子
等
は
埋
殯
す
れ
ど
も
未
だ
何
処
な

る
か
を
知
ら
ず
）
」
と
答
え
た
と
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
死
は
宝
暦
元
年
（
八
二
五
）

か
ら
太
和
二
年
（
八
二
八
）
四
月
七
日
ま
で
の
間
。 
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貞
素
が
淳
和
天
皇
に
賜
っ
た
百
金
を
も
っ
て
、
再
び
五
台
山
に
登
っ
た
時
、
霊
仙

は
亡
く
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
百
金
の
行
方
に
つ
い
て
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九

年
（
八
四
二)
三
月
六
日
に
収
載
さ
れ
る
、
承
和
八
年
（
八
四
一
）
十
二
月
（
第
二
十
四

回
渤
海
使 

賀
福
延
）
に
長
門
国
に
来
朝
し
た
渤
海
国
か
ら
の
三
通
の
書
状
の
う
ち
二

通
目
に
は
、
「
彛
震
祖
父
王
在
日
、
高
承
祖
入
覲
之
時
、
天
皇
注
送
在
唐
住
五
台
山

僧
霊
仙
黄
金
百
両
、
寄
附
承
祖
。…

後
年
朝
唐
使
人
却
廻
之
日
、
方
知
前
年
使
等
、

従
海
却
帰
、
到
塗
里
浦
、
疾
風
暴
起
、
皆
悉
陥
没
。
亦
悉
往
五
臺
覔
霊
仙
送
金
之
時
、

霊
仙
遷
化
、
不
得
付
与
、
其
金
同
陥
没
。
（
彜
震
の
祖
父
王
の
在
り
し
日
、
高
承
祖
入
覲

の
時
、
天
皇
在
唐
の
五
台
山
に
住
す
僧
霊
仙
に
黄
金
百
両
を
注
し
送
る
に
、
承
祖
に
寄
せ
附
す
。

…

後
年
朝
唐
使
人
、
却
廻
の
日
、
方
に
知
る
、
前
年
の
使
等
、
海
従
り
却
き
帰
り
、
塗
里
浦
に

到
る
に
、
疾
風
暴
起
し
、
皆
悉
く
陥
没
す
と
。
亦
五
台
に
往
き
て
、
霊
仙
を
覓
め
、
金
を
送
ら

ん
と
す
る
時
、
霊
仙
遷
化
し
て
、
付
与
す
る
を
得
ず
、
其
の
金
同
じ
く
陥
没
す
る
を
悉
す
と
。
）
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
十
二
回
渤
海
使
高
承
祖
が
、
淳
和
天
皇
か
ら
霊
仙
に
百
金

を
言
付
け
ら
れ
、
貞
素
が
五
台
山
を
訪
ね
た
時
に
は
霊
仙
も
亡
く
な
っ
て
お
り
、
仕

方
な
く
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
船
と
と
も
に
沈
没
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
い
う
（
吉
原
浩
人
「
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
三
月
辛
丑
条
所
載
・
別
状
」
〈
『
早
稲
田

大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
』
一
五
号 

二
〇
二
二
・
三
〉
）
。
そ
の
こ
と
を
報
告
す
る

た
め
に
第
二
十
三
回
渤
海
使
王
文
矩
が
遣
わ
さ
れ
た
が
、
拝
謁
す
る
こ
と
が
で
き
ず

退
き
帰
っ
た
た
め
、
再
び
金
を
失
っ
た
事
情
を
述
べ
る
次
第
で
あ
る
と
い
う
が
、
王

文
矩
は
天
長
四
年
（
八
二
七
）
十
二
月
二
十
九
日
に
違
期
来
朝
し
、
国
王
の
啓
書
を
呈

上
で
き
ず
帰
国
し
た
が
、
貞
素
が
霊
仙
の
死
を
知
っ
た
の
は
大
和
二
年
（
八
二
八
）
で

あ
る
か
ら
、
前
年
来
朝
し
た
王
文
矩
が
そ
れ
を
知
る
は
ず
は
な
か
っ
た
と
す
る
論
が

あ
る
（
田
村
航
「
『
日
本
後
紀
』(

逸
文)

天
長
五
年
二
月
己
丑
条
〈
『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
四
〉
」

〈
『
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
』
一
五
号 

二
〇
二
二
・
三
〉
）
。
『
続
日
本
後

紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
四
月
十
二
日
条
、
仁
明
天
皇
の
渤
海
国
王
宛
の
国
書
は
、

霊
仙
の
遷
化
に
つ
い
て
は
承
和
の
遣
唐
使
と
話
が
一
致
し
て
お
り
、
よ
く
理
解
で
き

る
こ
と
、
黄
金
が
返
送
の
途
中
緑
浦
で
沈
没
し
た
の
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
、
転
送

の
労
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
深
く
感
謝
す
る
と
い
う
、
了
承
の
意
を
示
し
た
礼

状
と
な
っ
て
い
る
。 

○
泣
我
之
血
崩
我
之
痛 

 
 

底
本
「
位
」
は
、
『
仏
教
全
書
本
』
、
『
小
野
研
究
』
に
従
っ
て
、
「
泣
」
と
す

る
。
「
泣
我
之
血
」
は
、
こ
な
れ
て
い
な
い
表
現
だ
が
、
悲
し
み
の
た
め
に
己
の
涙

を
出
し
尽
く
し
て
血
の
涙
を
流
し
て
泣
く
意
と
み
る
。
死
を
悲
し
ん
で
「
泣
血
」
す

る
例
と
し
て
「
高
子
皋
之
執
親
之
喪
也
、
泣
血
三
年
、
未
嘗
見
歯
。
（
高
子
皋
の
親
の

喪
を
執
る
や
、
泣
血
す
る
こ
と
三
年
、
未
だ
嘗
て
歯
を
見
は
さ
ず
。
）
」
（
『
礼
記
』
檀
弓
・

上
）
が
あ
る
。
「
崩
我
之
痛
」
も
同
様
に
こ
な
れ
て
い
な
い
表
現
だ
が
、
霊
仙
の
悲
し

み
が
痛
み
と
な
っ
て
立
っ
て
い
ら
れ
ず
、
身
体
が
崩
れ
る
よ
う
だ
の
意
と
み
る
。「
失

望
、
落
胆
、
悲
哀
」
（
『
東
洋
文
庫
』
）
、
「
失
望
、
落
胆
、
悲
哀
に
包
ま
れ
泣
く
に

声
な
く
血
の
出
る
思
い
で
痛
み
崩
れ
た
」
（
『
深
谷
訳
』
）
。 

○
便
泛
四
重
溟
渤 
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「
便
」
は
、
つ
ま
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、…

こ
そ
が
、
そ
の
ま
ま
。
「
匡
廬
便
是

逃
名
地
（
匡
廬
は
便
ち
是
名
を
逃
る
る
の
地
）
」
（
白
居
易
「
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成

偶
題
東
壁 

重
題 
其
三
」
『
白
氏
文
集
』
巻
十
六
・
九
七
八
）
。
「
溟
渤
」
は 

大
海
原
。

「
築
山
擬
蓬
壺
、
穿
池
類
溟
渤
（
山
を
築
き
て
蓬
壺
に
擬
し
、
池
を
穿
ち
て
溟
渤
に
類
す
）
」

（
鮑
照
「
代
君
子
有
所
思
」
『
文
選
』
巻
三
十
一
）
。
「
四
重
」
は
、
『
小
野
研
究
』
は
多

く
の
海
の
義
と
い
う
漠
然
と
し
た
解
釈
だ
が
、
「
二
回
日
本
国
に
往
返
し
た
る
過
海

を
敢
行
し
た
る
な
り
」
（
『
東
洋
文
庫
』
）
、
「
往
復
二
回
、
四
度
も
大
海
を
わ
た
り

日
本
に
行
っ
た
」
（
『
深
谷
訳
』
）
の
如
く
、
二
回
日
本
に
渡
海
し
た
と
す
る
説
も
あ

る
。
渤
海
使
の
入
唐
路
（
朝
貢
路
）
は
水
路
と
陸
路
が
あ
り
（
東
北
亜
歴
史
財
団
編
・
濱

田
耕
策
監
訳
『
渤
海
の
歴
史
と
文
化
』
明
石
書
店 

二
〇
〇
九
、
ｐ
二
二
一
）
、
「
亡
来
日
久
」

の
項
で
引
用
し
た
「
後
年
朝
唐
使
人
却
廻
之
日
、
方
知
前
年
使
等
、
従
海
却
帰
、
到

塗
里
浦
、
疾
風
暴
起
、
皆
悉
陥
没
。
（
後
年
朝
唐
使
人
、
却
廻
の
日
、
方
に
知
る
、
前
年
の

使
等
、
海
従
り
却
き
帰
り
、
塗
里
浦
に
到
る
に
、
疾
風
暴
起
し
、
皆
悉
く
陥
没
す
と
。
）
」
（
『
続

日
本
後
紀
』
承
和
九
年
〈
八
四
二
〉
三
月
六
日
に
収
載
さ
れ
る
、
承
和
八
年
〈
八
四
一
〉
十
二

月
〈
第
二
十
四
回
渤
海
使 

賀
福
延
〉
別
状
）
で
は
海
路
を
と
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
た

め
、
唐
ー
渤
海
ー
日
本
を
海
路
で
往
復
し
た
「
四
重
」
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

○
視
死
若
帰 

 
 

大
師
の
死
を
見
る
に
帰
着
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

○
連
五
同
行
李
如
食
之
頃
者  

 

「
行
李
」
は
旅
行
の
荷
物
の
意
、
「
連
五
」
に
つ
い
て
『
小
野
研
究
』
は
「
五
」

を
「
互
」
と
解
し
て
連
続
の
意
と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
、
『
東
洋
文
庫
』
は
「
長
安
、

五
台
間
と
日
本
国
へ
二
回
往
返
の
五
大
旅
行
（
足
立
注
）
、
（
渤
海
ー
日
本
ー
渤
海
ー
唐

ー
日
本
ー
唐
〈
塩
入
補
注
〉
）
」
と
い
う
旅
を
し
た
こ
と
と
す
る
が
、
具
体
的
な
行
程
を

指
す
と
み
る
よ
り
も
、
続
け
て
五
度
も
同
じ
荷
を
運
ぶ
よ
う
な
大
旅
行
を
し
た
と
解

し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
食
之
頃
」
は
、
『
小
野
研
究
』
が
『
史
記
』
な
ど
に

用
例
の
あ
る
「
食
頃
」
、
つ
ま
り
食
事
を
す
る
短
い
時
間
と
解
し
、
『
東
洋
文
庫
（
足

立
注
）
』
は
、
「
日
常
飲
食
時
の
如
く
軽
視
し
」
と
訳
す
。
『
仏
教
語
大
辞
典
』
に
よ

れ
ば
「
一
食
之
頃
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
「
一
食
之
頃
不
能
遍
至
無
量
無
数
億
那
由

他
諸
仏
国
者
（
一
食
之
頃
、
遍
く
無
量
無
数
億
那
由
他
の
諸
仏
国
に
至
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
）
」

（
『
無
量
義
経
』
大
正
蔵
十
二
ー
ｐ
二
六
八
ｂ
）
な
ど
の
例
が
み
ら
れ
、
「
食
頃
」
と
ほ

ぼ
同
義
で
、
一
度
食
事
を
す
る
ほ
ど
の
時
間
、
わ
ず
か
の
間
の
意
味
で
あ
る
。
「
一

食
之
頃
」
の
「
一
」
が
抜
け
た
語
が
「
食
之
頃
」
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
『
小

野
研
究
』
の
解
を
と
り
た
い
。
『
深
谷
訳
』
に
「
続
け
て
五
回
の
大
旅
行
を
行
っ
た

の
も
今
と
な
っ
て
は
食
事
を
す
る
よ
う
な
ほ
ん
の
短
い
期
間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
」
と
あ
る
の
は
妥
当
。 

 

○
則
応
公
之
原
交
所
致 

「
則
」
は
前
文
を
承
接
し
、
因
果
関
係
を
示
す
。
「
原
交
」
は
も
と
も
と
の
交
誼
、

「
致
」
は
あ
る
結
果
を
招
き
寄
せ
る
意
、
応
公
と
の
も
と
か
ら
の
交
誼
が
招
き
寄
せ

た
も
の
で
あ
る
。
応
公
と
貞
素
の
出
会
い
は
元
和
八
年
（
八
一
三
）
秋
、
貞
素
が
五
台

山
の
霊
境
寺
に
戻
っ
た
の
が
太
和
二
年
（
八
二
八
）
四
月
七
日
で
あ
る
か
ら
ほ
ぼ
十
五
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年
が
経
過
し
て
い
る
。 

○
吾
信
始
而
復
終 

 

『
小
野
研
究
』
は
「
わ
れ
は
始
を
信
べ
て
終
り
を
復
え
り
」
と
読
む
が
、
注
、
訳

が
な
い
た
め
、
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
不
明
。
『
東
洋
文
庫
』
が
「
始
は
大
師
依
嘱

を
応
諾
し
た
る
事
、
終
は
そ
の
応
諾
を
遂
行
し
、
更
に
重
ね
て
日
本
天
皇
の
恩
寵
を

重
ね
て
達
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
師
は
既
に
遷
化
し
て
、
期
に
及
ば
な
か
っ

た
こ
と
は
痛
恨
の
至
り
で
あ
る
が
、
夫
は
定
命
で
人
力
の
及
ば
ざ
る
処
だ
。
自
分
は

身
命
を
軽
ん
じ
て
、
始
終
を
完
う
し
得
た
と
信
ず
る
」
と
し
、
『
深
谷
訳
』
が
「
自

分
は
大
師
の
依
頼
を
応
諾
し
て
実
行
し
、
最
後
ま
で
そ
の
約
束
を
完
う
し
た
」
と
す

る
の
は
、
表
現
の
違
い
は
あ
る
が
、
大
意
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
こ
ち
ら
を
妥
当
と

み
た
い
。
「
信
」
は
始
め
の
約
束
を
誠
実
に
実
行
す
る
（
『
全
訳
漢
字
海
』
）
、
「
復
」

は
実
行
し
た
、
「
終
」
は
成
果
の
意
で
、
「
最
後
に
戻
っ
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

も
含
む
か
。 

○
願
霊
几
表
悉
空 

 

底
本
「
霊
凡
」
を
、
『
小
野
研
究
』
（
『
仏
教
全
書
本
』
も
同
じ
）
が
「
霊
几
」
と
し
、

「
几
」
は
机
、
霊
魂
の
憑
り
代
と
し
て
用
い
た
語
、
霊
魂
と
い
う
に
同
じ
と
す
る
に

従
う
。
た
だ
し
『
小
野
研
究
』
の
読
み
は
「
願
わ
く
ば
霊
几
よ
表
れ
悉
さ
ん
こ
と
を
」

と
し
て
、
最
後
の
一
字
で
あ
る
「
空
」
を
「
む
な
し
く
」
と
読
ん
で
、
次
句
に
か
か

る
と
み
る
が
、
「
澗
水
嗚
咽
千
秋
之
声 

仍
以
雲
松
惆
悵
万
里
之
行
」
を
空
し
く
留
め

よ
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
『
東
洋
文
庫
』
は
「
空
」
ま
で
を
一
句
と
み
て
、
「
願

わ
く
は
霊
聖
凡
俗
（
「
霊
凡
」
と
し
て
の
訳
）
も
皆
空
で
あ
る
と
観
じ
て
」
と
す
る
区
切

り
が
妥
当
で
あ
る
。
『
深
谷
訳
』
は
、
『
小
野
研
究
』
の
「
霊
几
」
を
と
り
、
文
字

の
区
切
り
は
『
東
洋
文
庫
』
を
と
る
折
衷
案
で
、
「
願
は
く
は
大
師
の
霊
魂
よ
、
万

物
は
こ
と
ご
と
く
空
で
あ
る
こ
と
を
表
し
」
と
す
る
の
が
最
も
理
に
適
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
採
り
た
い
。
「
表
」
は
明
か
に
す
る
。
「
君
子
表
徴
（
君
子
の
徴
を
表
ら
か
に

す
る
こ
と
）
」
（
『
礼
記
』
檀
弓
・
下
）
。 

○
留
澗
水
嗚
咽
千
秋
之
声 

仍
以
雲
松
惆
悵
万
里
之
行 

 

「
澗
水
」
は
、
谷
川
の
水
。
「
千
秋
」
は
千
年
、
長
い
年
月
、
碑
銘
な
ど
の
常
套

句
で
あ
る
。
「
嗚
咽
」
は 

む
せ
び
泣
く
。
『
東
洋
文
庫
』
は
「
留
澗
水
嗚
咽
千
秋
之

声
」
は
前
の
一
節
と
つ
な
が
る
も
の
と
み
て
、
「
願
わ
く
は
霊
聖
凡
俗
も
皆
空
で
あ

る
と
感
じ
て
、
自
分
の
身
命
を
擲
っ
て
の
始
終
あ
る
事
業
も
、
機
を
失
う
て
千
年
も

痛
恨
の
極
み
で
あ
る
が
、
其
の
嗚
咽
悲
嘆
の
声
は
早
く
澗
水
に
流
し
て
し
ま
い
な
さ

い
」
と
す
る
が
、
「
留
」
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
訓
読
で
も
「
千
秋
之
声
」
で
切
り
、

「
仍
し
雲
松
を
以
て
万
里
の
行
を
惆
悵
せ
ば
」
と
し
て
、
次
の
「
四
月
蓂
落
」
に
続

け
る
の
は
問
題
が
あ
る
。 

『
小
野
研
究
』
が
い
う
よ
う
に
、
「
万
里
之
行
」
は
「
千
秋
之
声
」
の
対
語
、
つ
ま

り
一
連
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
が
、
『
小
野
研
究
』
は
、
対
語
に
気
づ
き
な
が
ら

も
、
「
留
」
は
「
澗
水
嗚
咽
千
秋
之
声
」
の
み
の
述
語
と
し
て
い
る
。
「
留
」
は
「
千

秋
之
声
」
「
万
里
之
行
」
双
方
の
述
語
と
な
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
「
仍
」

は
よ
る
、
し
た
が
う
、
か
さ
ね
る
、
の
意
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
か
さ
ね
て
」
。
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「
雲
松
」
は
雲
に
聳
え
る
松
、
「
惆
悵
」
は
歎
き
悲
し
む
意
。
「
奚
惆
悵
而
独
悲
。

（
な
ん
ぞ
惆
悵
と
し
て
独
り
悲
し
ま
む
。
）
」
〔
陶
潜
「
帰
去
来
辞
」
〕
。
霊
仙
の
霊
が
顕

現
し
て
全
て
を
空
と
し
、
澗
水
が
彼
の
死
を
悲
し
ん
で
千
年
も
の
間
嗚
咽
し
つ
づ
け

る
声
と
、
雲
松
が
彼
が
万
里
の
行
に
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悲
し
む
（
い
ず
れ
も

貞
素
や
霊
仙
を
慕
う
人
々
、
弟
子
た
ち
の
悲
し
み
を
澗
水
、
雲
松
に
付
託
し
た
擬
人
法
）
の
を

留
め
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
 

 

な
お
、
円
仁
が
貞
素
の
哭
詩
と
序
を
見
い
だ
し
た
前
日
の
記
事
に
、
「
千
峰
百
嶺

松
杉
鬱
茂
、
参
差
間
出
五
頂
之
下
。
深
谿
邃
谷
不
見
其
底
、
幽
泉
澗
水
但
聞
流
響
（
千

峰
百
嶺
の
松
杉
は
鬱
茂
し
、
参
差
と
し
て
五
頂
の
下
に
間
出
す
。
深
谿
、
邃
谷
は
其
の
底
を
見

ず
、
幽
泉
、
澗
水
は
但
だ
流
響
を
聞
く
の
み
）
」
（
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
開
成
五
年
七
月

二
日
）
と
、
「
松
」
、
「
澗
水
」
、
「
幽
泉
」
の
語
が
み
ら
れ
、
貞
素
の
哭
詩
と
序
に

あ
る
五
台
山
の
景
の
描
写
を
意
識
し
た
表
現
と
似
る
。 

○
四
月
蓂
落
加
一 

 
 

底
本
「
如
」
だ
が
『
小
野
研
究
』
に
よ
り
「
加
」
に
改
め
る
。
『
東
洋
文
庫
』
は
、

前
の
「
仍
以
雲
松
惆
悵
万
里
之
行
」
と
繋
が
っ
て
い
る
と
し
て
訳
す
が
、
『
小
野
研

究
』
の
如
く
、
こ
こ
か
ら
は
貞
素
の
出
立
に
つ
い
て
の
新
し
い
文
脈
が
始
ま
る
と
み

る
。
「
蓂
」
は
「
蓂
莢
」
、
堯
の
時
に
生
じ
た
と
い
う
瑞
草
。
月
の
一
日
か
ら
十
五

日
ま
で
は
毎
日
一
莢さ

や

ず
つ
生
じ
、
十
六
日
以
後
は
一
莢
ず
つ
落
ち
て
月
末
に
終
わ
る

と
い
う
草
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
暦
を
作
っ
た
と
い
う
。
「
蓋
蓂
莢
爲
難
蒔
也
（
蓋
し
蓂

莢
は
蒔
ゑ
難
し
と
為
す
也
）
」
（
張
衡
「
東
京
賦
」
『
文
選
』
）
。
『
小
野
研
究
』
は
「
蓂

落
」
と
は
十
六
日
の
こ
と
で
、
「
加
一
」
と
す
れ
ば
十
七
日
に
あ
た
る
が
、
貞
素
が

こ
の
「
詩
並
序
」
を
記
し
た
の
は
四
月
十
四
日
と
あ
る
か
ら
合
わ
な
い
、
思
い
違
い

か
と
す
る
が
、
哭
詩
と
序
を
書
い
た
日
付
が
出
立
の
日
付
と
同
じ
と
は
限
ら
ず
、
十

四
日
に
書
い
た
が
、
出
立
は
十
七
日
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 

○
首
途
望
京
之
耳  

 

「
京
」
は
長
安
。
「
首
途
」
は
、
旅
行
や
戦
争
な
ど
に
出
発
す
る
こ
と
、
か
ど
で
。

か
ど
で
に
京
を
望
む
の
み
。
『
小
野
研
究
』
の
「
耳
」
を
「
日
」
の
誤
写
と
す
る
説

を
と
り
、
「
首
途

か

ど

で

に
京
を
望
む
日
」
（
『
深
谷
訳
』
）
と
す
る
訳
も
あ
る
が
、
底
本
ど

お
り
と
す
る
。 

○
不
那
塵
心
涙
自
涓  

 
 

底
本
「
認は
ん

」
は
「
那
」
の
俗
字
（
『
異
体
字
解
読
辞
典
』
）
と
み
て
、
『
小
野
研
究
』
、

『
仏
教
全
書
』
の
注
の
通
り
「
那
」
と
す
る
。
「
不
那
」
は
い
か
ん
と
も
せ
ず
の
意
。

「
不
那
両
心
空
（
い
か
ん
と
も
せ
ず
両
心
空
し
き
こ
と
を
）
」
（
王
維
「
愚
公
谷
」
）
。
「
塵

心
」
は 

俗
世
間
の
名
声
や
利
益
を
求
め
る
心
、
煩
悩
の
意
、
こ
こ
で
は
霊
仙
の
死
を

悲
し
む
こ
と
を
い
う
。
「
涓
」
は
水
が
し
た
た
る
よ
う
に
流
れ
る
。
一
字
動
詞
と
し

て
の
用
例
は
う
ま
く
見
い
だ
せ
な
い
が
、
二
字
で
は
「
細
水
涓
涓
似
涙
流
（
細
水
涓
涓

と
し
て
涙
の
流
る
る
に
似
た
り
）
」
（
白
居
易
「
小
橋
柳
」
）
と
い
う
例
が
あ
る
。 

○
情
因
法
眼
奄
幽
泉  

「
情
」
は
感
覚
に
よ
っ
て
お
こ
る
心
の
動
き
と
解
せ
る
が
、
こ
れ
を
主
語
と
す
る
と

述
語
と
呼
応
せ
ず
不
審
。
研
究
会
の
席
上
「
誰
」
の
誤
字
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
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い
う
ご
教
示
を
頂
い
た
。
確
か
に
そ
ち
ら
の
方
が
文
意
が
通
り
や
す
く
、
『
入
唐
求

法
巡
礼
行
記
』
（
東
寺
本
）
の
「
情
」
と
「
誰
」
の
用
例
を
検
討
し
た
が
、
「
誰
」
の

つ
く
り
が
「
青
」
と
な
っ
て
い
る
例
が
な
い
た
め
、
「
情
」
と
し
て
解
す
。
「
法
眼
」

は
仏
法
の
正
理
を
見
る
智
慧
の
目
で
、
菩
薩
は
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
事
象
の
真
相
を
知

り
、
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
。
「
法
眼
」
の
用
例
は
多
い
が
、
「
清
浄
法
眼
」
「
法

眼
浄
」
と
い
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
る
。
「
仏
説
是
妙
荘
厳
王
本
事
品
時
、
八
万
四
千

人
遠
塵
離
垢
、
於
諸
法
中
得
法
眼
浄
（
仏
是
妙
荘
厳
王
本
事
品
を
説
き
た
ま
ふ
時
、
八
万

四
千
人
遠
塵
離
垢
し
て
、
諸
法
の
中
に
法
眼
浄
を
得
た
り
）
」
（
『
妙
法
蓮
華
経
』
大
正
蔵
九

ー
ｐ
六
一
ａ
）
、
「
三
万
六
千
善
男
子
善
女
人
、
遠
離
塵
垢
得
法
眼
浄(

三
万
六
千
の
善

男
子
善
女
人
、
塵
垢
を
遠
離
し
て
法
眼
浄
を
得
た
り)

」
（
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
大
正
蔵
三

ー
ｐ
三
二
二
ａ
）
な
ど
。
第
一
句
の
「
塵
心
」
と
縁
の
あ
る
語
で
、
法
眼
に
よ
っ
て
心

の
塵
を
払
う
と
い
っ
た
意
味
と
な
る
。
「
幽
泉
」
は 

人
に
知
ら
れ
な
い
奥
深
い
所
か

ら
静
か
に
わ
き
出
る
水
、
道
観
、
寺
院
の
庭
を
詠
ん
だ
詩
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
挽
歌
詩
に
一
例
あ
る
。
「
白
日
期
偕
老 

幽
泉
忽
悼
亡
（
白
日
偕
老
を
期
し 

幽

泉
忽
ち
亡
を
悼
む
）
」
（
孫
逖
「
故
程
將
軍
妻
南
陽
郡
夫
人
樊
氏
挽
歌
」
）
。
こ
れ
を
も
と

に
『
小
野
研
究
』
が
い
う
よ
う
に
「
幽
泉
」
が
死
と
関
わ
る
黄
泉
の
泉
で
あ
る
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
が
、こ
こ
で
は
、
貞
素
も
含
め
た
霊
仙
の
死
を
悲
し
む
人
々
の「
情
」

は
、
仏
教
に
い
う
「
塵
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
幽
泉
」
は
、
涙
あ
る
い
は
悲

し
み
の
情
が
あ
ふ
れ
る
も
と
と
な
る
泉
と
み
て
、
そ
れ
を
「
法
眼
」
に
よ
っ
て
奄
っ
て

し
ま
お
う
と
い
っ
て
い
る
と
み
る
。
な
お
、「
泉
眼
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
泉
の
湧
き
出
る

穴
を
い
う
。
「
泉
眼
潜
通
海 

松
門
預
帯
秋
（
泉
眼
は
潜
み
て
海
に
通
じ 

松
門
は
預
め

秋
を
帯
ぶ
）
」
。
法
眼
に
よ
っ
て
悲
し
み
の
情
が
噴
き
出
す
も
と
と
な
る
幽
泉
の
眼
を

奄
う
と
い
っ
た
縁
語
的
用
法
か
。 

○
明
朝
儻
問
滄
波
客 

「
明
朝
」
は
、
あ
く
る
朝
、
翌
朝
。
貞
素
が
出
立
し
た
次
の
日
の
朝
。
「
儻
」
は
も

し
か
す
る
と
、
た
ま
た
ま
、
あ
る
い
は
。
「
計
殺
余
善
、
自
帰
諸
将
、
儻
幸
得
脱
。

（
計
る
に
余
善
を
殺
し
て
，
自
ら
諸
将
に
帰
せ
ば
，
儻
い
は
幸
ひ
に
脱
す
る
を
得
ん
）
」
（
『
史

記
』
東
越
列
伝
）
。
「
滄
波
客
」
の
「
滄
波
」
は
あ
お
あ
お
と
し
た
波
の
意
と
あ
る
か

ら
、
青
い
海
の
波
を
渡
っ
て
き
た
旅
人
と
い
っ
た
意
味
。
「
一
為
滄
波
客 

十
見
紅

葉
秋
（
一
た
び
滄
波
の
客
と
為
り 

十
た
び
紅
葉
の
秋
を
見
る
）
」
（
李
白
「
越
中
秋
懐
」
）
。

な
お
『
東
洋
文
庫
』
は
「
滄
波
客
は
貞
素
な
り
」
と
し
て
、
貞
素
が
五
台
山
を
去
っ

て
行
く
詩
と
み
る
が
、
結
句
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
滄
波
客
」
は
、
浪
を

超
え
て
唐
に
渡
っ
て
き
た
霊
仙
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。 

○
的
説
遺
鞋
白
足
還  

「
的
」
は
あ
き
ら
か
に
、
た
し
か
に
。
「
説
」
は
か
た
り
説
く
。
「
白
足
」
は
素
足
。

こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
『
小
野
研
究
』
が
達
磨
の
故
事
に
由
来
す
る
と
し
て
、
『
宝

林
伝
』
（
沙
門
智
炬
（
慧
炬
と
も
言
う
）
撰 

貞
元
十
七
年
（
八
〇
一
）
成
立
）
を
引
く
。

「
時
後
魏
第
八
主
、
孝
明
帝
太
和
十
九
年
、
而
入
涅
槃
也
。
葬
熊
耳
山
呉
坂
。
至
三

年
後
、
時
有
魏
使
宋
雲
、
西
嶺
為
使
、
却
廻
逢
見
大
師
。
手
携
隻
履
。
語
宋
雲
曰
、

汝
国
天
子
、
早
已
崩
。
宋
雲
問
聞
和
尚
、
何
処
去
。
達
磨
曰
、
吾
皈
西
天
。
是
時
宋
雲
、
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却
到
本
国
、
国
王
果
已
崩
也
。
遂
聞
奏
後
魏
第
九
主
、
孝
莊
帝
。
帝
乃
命
使
、
令
発
此

塔
、
開
棺
而
看
。
全
身
已
還
西
天
、
唯
見
一
隻
履
在
（
時
に
後
魏
第
八
主
、
孝
明
帝
の
太
和

十
九
年
、
涅
槃
に
入
る
。
熊
耳
山
の
呉
坂
に
葬
む
ら
る
。
三
年
の
後
に
至
り
、
時
に
魏
の
使
宋

雲
有
り
て
、
西
嶺
に
使
為
り
、
却
廻
ら
ん
と
す
る
に
大
師
に
逢
見
ふ
。
手
に
は
隻
履
を
携
げ
た

り
。
宋
雲
に
語
り
て
曰
く
、
汝
の
国
の
天
子
、
早
已
崩
ぜ
り
、
と
。
宋
雲
和
尚
に
問
ひ
て
曰
く
、

何
処
に
か
去
く
、
と
。
達
磨
曰
く
、
吾
西
天
に
皈
る
、
と
。
是
の
時
宋
雲
、
本
国
に
却
り
到
る
に
、

国
王
果
し
て
已
に
崩
ず
る
な
り
。
遂
て
後
魏
第
九
主
、
孝
莊
帝
に
聞
奏
す
。
帝
乃
ち
使
に
命
じ
て
、

此
の
塔
を
発
き
、
棺
を
開
か
し
め
て
看
る
に
、
全
身
已
に
西
天
に
還
り
、
唯
だ
一
隻
の
履
の
在
る
を

見
る
の
み
）
」
（
『
宝
林
伝
』
巻
八
、
テ
キ
ス
ト
は
田
中
良
明
『
宝
林
伝
訳
注
』
〈
内
山
書
店 

二
〇
〇
三
〉
に
よ
る
）
。
達
磨
の
遷
化
か
ら
三
年
後
、
西
域
か
ら
の
帰
途
、
弟
子
の
宋

雲
が
達
磨
に
出
会
っ
た
、
達
磨
は
一
隻
履
、
つ
ま
り
履
き
物
を
片
方
だ
け
手
に
し
て

歩
い
て
お
り
、
宋
雲
の
主
君
は
す
で
に
身
罷
っ
て
い
る
と
伝
え
、
「
ど
こ
へ
行
か
れ

る
の
か
」
と
問
い
に
、
「
イ
ン
ド
に
帰
る
」
と
答
え
た
と
い
う
。
達
磨
の
語
っ
た
通

り
、
宋
雲
が
帰
朝
す
る
と
孝
明
帝
は
崩
御
し
て
お
り
、
次
の
帝
で
あ
る
孝
荘
帝
が
達

磨
の
墓
を
開
け
さ
せ
る
と
、
棺
の
中
に
は
一
隻
履
の
み
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

『
小
野
研
究
』
は
「
か
か
る
隻
履
を
残
し
、
さ
ら
に
隻
履
を
も
ち
、
素
足
の
ま
ま
で

西
帰
し
た
達
磨
伝
説
は
中
唐
時
代
に
広
く
行
わ
れ
た
」
と
し
、
「
ま
た
達
磨
は
中
国

に
お
い
て
五
回
毒
殺
さ
れ
ん
と
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
部
分
に
つ
い
て
『
小
野
研
究
』

は
『
景
徳
伝
灯
録
』
を
引
く
が
、
『
宝
林
伝
』
に
よ
れ
ば
「
吾
自
到
此
国
、
六
度
被

薬
。
吾
皆
捻
出
。
今
此
一
度
被
菩
提
流
支
三
蔵
、
光
統
法
師
等
、
食
中
下
薬
。
吾
不

捻
出
也
（
吾
此
の
国
に
到
り
て
よ
り
、
六
度
薬
さ
れ
ん
と
す
。
吾
皆
な
捻
り
出
せ
り
。
今
此
の

一
度
は
菩
提
流
支
三
蔵
・
光
統
法
師
等
に
、
食
中
に
薬
を
下
さ
る
。
吾
捻
り
出
さ
ざ
る
な
り
）
」

と
あ
る
。
達
磨
毒
殺
の
話
は
、
唐
代
の
初
期
禅
宗
灯
史
で
あ
る
『
伝
法
宝
紀
』
に
初

出
、
毒
を
盛
ら
れ
た
回
数
を
五
度
と
す
る
の
は
『
神
会
語
録
』
に
始
ま
り
、
『
歴
代

法
宝
記
』
『
景
徳
伝
灯
録
』
で
あ
り
、
六
度
と
す
る
の
は
『
宝
林
伝
』
『
祖
堂
集
』

で
あ
る
（
『
宝
林
伝
訳
注
』
Ｐ
三
七
八
）
と
い
う
。
な
お
禅
宗
の
灯
史
と
し
て
は
宋
代
に

成
立
し
た
『
景
徳
伝
灯
録
』
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
唐
代
に
成
立
し
た
禅
宗
の

灯
史
の
う
ち
で
『
宝
林
伝
』
は
、
円
仁
の
『
日
本
国
承
和
五
年
入
唐
求
法
目
録
』
に

も
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
時
代
的
に
も
最
も
近
い
。
貞
素
が
こ
の
伝
説
を
知
っ

て
い
て
、
典
拠
と
し
て
用
い
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。 

「
遺
鞋
白
足
還
」
は
、
達
磨
が
五
度
（
六
度
説
も
あ
り
）
毒
殺
さ
れ
よ
う
と
し
、
最
後

に
毒
を
飲
ん
で
亡
く
な
っ
た
が
再
生
（
尸
解
）
し
、
鞋
を
残
し
て
白
足
で
故
郷
に
戻
っ

た
と
い
う
逸
話
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
毒
殺
さ
れ
た
霊
仙
が
、
達
磨
の
よ
う
に

再
生
し
て
故
郷
に
帰
っ
た
と
考
え
た
い
貞
素
の
祈
り
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

る
。
な
お
、
達
磨
が
海
路
を
通
っ
て
漢
土
に
至
っ
た
と
す
る
の
は
『
伝
法
宝
紀
』
、

『
楞
伽
師
資
記
』
で
、
そ
れ
を
踏
襲
す
る
『
宝
林
伝
』
は
、
三
年
の
航
海
を
経
て
広

州
に
到
着
し
た
と
す
る
（
『
宝
林
伝
訳
注
』
Ｐ
三
七
〇
）
。
そ
う
し
た
説
も
広
ま
っ
て
い

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
第
三
句
の
「
滄
波
客
」
に
よ
っ
て
も
、
海
を
渡
っ
て
き
た
霊

仙
が
達
磨
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。 

 

詩
の
形
式
は
七
言
絶
句
。
平
仄
、
韻
は
次
の
通
り
。 
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不
那
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情
因
法
眼
馳
幽
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○
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明
朝
儻
問
滄
波
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的
説
遺
鞋
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足
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涓
・
泉
・
還 

 
 

下
平
声
先
韻 

○
太
和
二
年
四
月
十
四
日
書 

  

 
 

太
和
二
年
は
西
暦
八
二
八
年
、
和
暦
天
長
五
年
。
貞
素
が
こ
の
哭
詩
と
序
を
記
し

た
日
付
。 

 【
現
代
語
訳
】 

 
 
 

日
本
国
の
内
供
奉
大
徳
霊
仙
和
尚
の
死
を
悲
し
み
哭
す
る
詩
な
ら
び
に
序 

渤
海
国
僧
貞
素 

 

自
分
の
目
を
開
か
せ
て
く
れ
た
人
は
応
公
と
い
う
。
公
は
人
に
仕
え
る
身
分
で
あ

っ
た
頃
か
ら
仏
法
を
学
び
、
師
に
従
っ
て
浮
桑
ま
で
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
応
公
は

幼
少
の
時
か
ら
仏
法
を
重
要
な
も
の
と
考
え
、
孤
高
の
存
在
で
仏
徒
の
間
で
も
目
立

っ
て
い
た
。
私
も
華
美
を
去
っ
て
質
素
と
な
る
こ
と
を
期
し
、
笈
を
負
っ
て
や
っ
て

き
て
、
論
義
等
に
参
加
し
て
覇
を
唱
え
る
こ
と
を
根
本
と
し
た
の
だ
っ
た
。
元
和
八

年
の
晩
秋
の
こ
ろ
、
旅
の
宿
で
彼
と
ゆ
き
逢
い
、
一
言
で
志
す
道
が
同
じ
で
あ
る
と

意
気
投
合
し
、
論
を
交
わ
す
に
も
言
葉
の
み
な
ら
ず
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
の
だ
っ
た
。

も
と
よ
り
憂
い
悲
し
む
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
は
、
自
分
が
何
と
か
で
き
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
日
月
が
さ
ほ
ど
経
た
ぬ
う
ち
に
、
彼
は
早
く
も
葬
地

に
向
か
う
こ
と
と
な
り
、
急
難
を
救
う
た
め
に
（
屍
を
拾
う
た
め
に
）
、
鶺
鴒
が
駆
け

つ
け
る
よ
う
に
弟
分
で
あ
る
私
が
駆
け
つ
け
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
心

を
痛
ま
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。こ
の
霊
仙
大
師
は
実
に
我
が
応
公
の
師
に
あ
た
る
。

大
師
は
仏
法
の
妙
理
を
ま
ず
自
分
で
会
得
し
、
大
勢
の
人
々
に
示
し
た
。
長
慶
二
年
、

五
台
山
に
入
っ
て
仏
道
を
究
め
よ
う
と
し
、
つ
ね
に
身
が
腐
敗
し
て
ゆ
く
不
浄
の
身

で
あ
る
こ
と
を
厭
い
、
白
猿
が
す
ぐ
泣
き
叫
ぶ
よ
う
に
世
俗
の
こ
と
で
心
が
動
揺
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
長
慶
五
年
、
日
本
の
大
王
（
嵯
峨
天
皇
）
は
、
渤
海
使
に
託
し

て
遠
い
日
本
か
ら
百
金
を
下
賜
さ
れ
、
長
安
に
届
け
さ
せ
た
。
私
は
金
と
親
書
を
引

き
継
い
で
受
け
取
り
、
鉄
皚
寺
（
霊
仙
の
居
処
）
に
届
け
さ
せ
た
。
霊
仙
大
師
は
金
を

受
領
し
了
る
と
、
一
万
粒
の
舎
利
と
新
訳
の
経
典
二
部
と
造
勅
五
通
な
ど
を
私
に
託

し
、
日
本
に
行
っ
て
、
国
恩
に
答
え
、
感
謝
の
意
を
表
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
。

私
は
す
ぐ
に
こ
れ
を
承
諾
し
た
。
一
度
承
諾
す
れ
ば
そ
の
言
は
重
い
、
ど
う
し
て
万

里
の
重
波
を
恐
れ
た
り
し
よ
う
か
。
つ
い
に
あ
ら
ゆ
る
縁
あ
る
者
の
援
護
に
頼
っ
て

こ
の
遠
大
な
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
日
本
か
ら
唐
に
戻
り
帰
る
日
、（
淳

和
天
皇
は
）
ま
た
金
百
両
を
託
さ
れ
た
。
太
和
二
年
四
月
七
日
を
も
っ
て
、
戻
っ
て
霊

境
寺
に
到
り
、
霊
仙
大
師
を
探
し
訪
ね
た
が
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
も
う
か
な
り
の

日
数
が
た
っ
て
い
る
（
と
知
っ
た
）
。
落
胆
、
失
望
、
悲
哀
に
包
ま
れ
、
私
は
血
の
涙

を
流
し
て
泣
き
、
そ
の
痛
み
に
崩
れ
そ
う
で
あ
っ
た
。
四
度
も
大
海
を
渡
っ
た
こ
と

こ
そ
が
、
そ
の
ま
ま
大
師
の
死
を
見
る
に
帰
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
続
け
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て
五
回
も
同
じ
荷
物
を
持
っ
て
大
旅
行
を
行
っ
た
の
が
、
今
と
な
っ
て
は
食
事
を
す

る
よ
う
な
短
い
間
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
応
公
と
の
も
と
か
ら

の
交
誼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
は
じ
め
大
師
の
依
頼
を
応
諾
し
て
実
行
し
、
最

後
ま
で
そ
の
約
束
を
全
う
し
て
戻
っ
て
来
た
。
願
わ
く
は
大
師
の
魂
よ
、
万
物
は
こ

と
ご
と
く
空
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
谷
間
の
水
が
（
大
師
の
死
を
悲
し
ん
で
）

千
年
嗚
咽
し
続
け
る
歎
き
の
声
と
、
ま
た
雲
に
そ
び
え
る
松
が
（
大
師
の
黄
泉
に
向
か

う
）
万
里
の
旅
路
を
歎
き
悲
し
む
こ
と
を
留
め
よ
。
四
月
に
蓂
の
莢
が
落
ち
、
さ
ら
に

も
う
一
つ
莢
が
落
ち
る
と
き
、
首
途
し
て
長
安
を
望
む
の
み
。 

 
 

 
 

悲
し
み
に
迷
う
心
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
、
涙
が
自
然
と
流
れ
て
く
る 

情
は
仏
法
の
正
理
を
見
る
智
慧
の
眼
に
よ
っ
て
（
悲
し
み
の
情
の
源
と
な
る
） 

 

幽
泉
を
奄
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 

私
が
出
立
し
た
翌
朝
、
も
し
（
誰
か
が
）
大
海
を
渡
っ
て
き
た
客
（
霊
仙
）
の
こ

と
を
問
う
な
ら
ば 

は
っ
き
り
と
言
っ
て
く
れ
、
（
彼
は
あ
の
達
磨
大
師
の
よ
う
に
）
鞋
を
遺
し
て
素
足

で
（
故
郷
に
）
戻
っ
た
と
。 

 

太
和
二
年
四
月
十
四
日
書
す
。 

 【
考
察
】 

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
載
る
こ
の
哭
詩
と
序
は
、
『
類
聚
国
史
』
天
長
三
年
五

月
十
五
日
条
、
淳
和
天
皇
書
に
第
二
十
二
回
渤
海
使
高
承
祖
が
霊
仙
の
表
物
を
届
け

た
と
あ
る
記
事
（
「
臨
廻
之
日 

又
附
百
金
」
の
項
参
照
）
及
び
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九

年
三
月
辛
丑
条
所
載
の
別
状
に
、
淳
和
天
皇
が
再
び
百
金
を
託
し
た
が
、
五
台
山
を

訪
ね
た
と
こ
ろ
霊
仙
の
遷
化
を
知
っ
た
と
あ
る
記
事
（
「
亡
来
日
久
」
の
項
参
照
）
を
、

使
者
で
あ
っ
た
貞
素
の
側
か
ら
証
左
す
る
非
常
に
貴
重
な
記
録
と
さ
れ
、
そ
の
い
き

さ
つ
を
記
し
た
「
長
慶
五
年
～
亡
来
日
久
」
の
箇
所
は
、
多
く
の
関
連
文
献
に
し
ば

し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
事
実
関
係
を
述
べ
る
こ
の
箇
所
は
比
較
的
読
み
や
す
く
、

「
造
勅
」
の
よ
う
な
多
少
議
論
の
種
と
な
る
語
は
あ
る
が
、
文
脈
な
ど
の
問
題
は
な

い
。 

 

だ
が
そ
の
前
後
、
つ
ま
り
前
半
の
貞
素
の
事
蹟
や
交
友
関
係
を
述
べ
た
部
分
は
、

他
に
資
料
も
な
い
た
め
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
に
く
く
、
後
半
の
霊
仙
の
死
を
嘆

く
修
辞
部
分
や
詩
に
わ
か
り
に
く
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
哭
詩
と
序
が
判
読
し
に
く
い
の
は
、
お
そ
ら
く
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。 

 

第
一
に
貞
素
本
人
の
問
題
が
あ
る
。
彼
は
渤
海
人
（
渤
海
国
は
、
高
句
麗
語
、
靺
鞨
語

な
ど
多
言
語
使
用
国
家
で
あ
っ
た
と
い
う
〈
『
渤
海
の
歴
史
と
文
化
』 

明
石
書
店 

二
〇
〇
九
〉
）

で
あ
る
か
ら
、
母
国
語
は
漢
語
で
は
な
い
。
唐
在
住
の
僧
侶
と
し
て
、
漢
語
で
通
常

の
文
章
を
綴
り
、
日
常
会
話
に
不
自
由
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
典
拠

を
自
由
自
在
に
操
り
、
華
麗
な
詩
文
を
綴
る
ほ
ど
の
専
門
家
で
は
な
い
。
つ
ま
り
漢

語
文
化
圏
に
属
す
る
が
、
隣
接
・
周
縁
地
域
の
人
物
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
そ
の
一
因
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。 

 
 

第
二
に
、
発
見
さ
れ
た
時
の
状
態
で
あ
る
。
円
仁
が
五
台
山
の
七
仏
教
誡
院
を
訪
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れ
た
時
、
壁
に
釘
で
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
る
貞
素
の
哭
詩
と
序
が
書
か
れ
た
板
を
目

に
し
た
と
い
る
が
、
そ
の
全
文
は
問
題
な
く
判
読
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
板
が
室
内
に
あ
っ
た
か
室
外
に
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
殆
ど
廃
屋
に
近
か
っ

た
七
仏
教
誡
院
の
板
書
は
、
風
雨
に
朽
損
し
て
、
細
部
を
弁
別
し
て
判
読
で
き
る
状

態
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
渡
辺
三
男
「
霊
仙
三
藏
ー
嵯
峨
天
皇
御
伝
の
う
ち
ー
」
〉

『
駒
大
国
文
』
二
四 

一
九
八
四
・
三
）
。 

 

 

第
三
は
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
本
文
の
問
題
で
あ
る
。
円
仁
の
自
筆
原
本
は

失
わ
れ
、
現
在
我
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
、
東
寺

観
智
院
の
兼
胤
（
七
十
二
歳
）
が
老
眼
を
拭
い
な
が
ら
写
し
た
と
い
う
奥
書
を
載
せ
る

（
ア
）
『
東
寺
本
』
の
影
印
の
み
で
あ
る
。
『
東
寺
本
』
の
影
印
を
載
せ
る
『
東
洋

文
庫
論
叢
』
第
７
の
巻
末
に
あ
る
岡
田
正
之
の
解
説
に
は
、
東
寺
本
は
古
写
本
と
は

い
え
、
基
づ
く
と
こ
ろ
の
写
本
は
既
に
誤
脱
が
あ
り
、
寛
園
僧
正
本
（
稿
者
注
：
現
存

し
な
い
）
に
照
ら
し
て
訂
正
し
た
も
の
と
あ
る
が
、
猶
、
誤
脱
の
少
な
か
ら
ざ
る
も
の

が
あ
り
、
且
老
齢
の
鈔
写
で
あ
る
た
め
か
、
字
体
の
明
瞭
を
書
く
も
の
も
あ
り
、
非

常
に
読
み
下
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
ま
た
円
仁
の
手
録
の
時
に
も
既
に
誤
脱
し
た

も
の
も
あ
る
よ
う
で
、
地
名
と
人
名
に
は
仮
借
文
字
を
用
い
た
例
が
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
担
当
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
兼
胤
の
字
体
を
判
読
す
る
の
が
難
し
い
場

合
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
多
く
の
注
釈
書
は
「
周
塩
」
と
読
む
が
、
『
小
野
研
究
』

の
み
が
「
周
恤
」
と
判
読
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
前
後
を
み
る
と
、
兼
胤
は
「
忄
」

を
「
土
」
偏
の
よ
う
に
書
く
癖
が
あ
り
、
『
小
野
研
究
』
は
、
そ
う
し
た
書
癖
に
留

意
し
て
『
東
寺
本
』
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
東

寺
本
』
は
、
本
文
自
体
の
誤
脱
も
あ
り
、
字
体
に
も
問
題
が
あ
り
、
時
と
し
て
判
読

が
難
し
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
さ
ら
に
唯
一
の
異
本
と
さ
れ
る
（
ウ
）
『
四
明
本
』

は
、
原
本
の
所
在
が
不
明
で
活
字
本
が
あ
る
の
み
、
し
か
も
先
述
し
た
ご
と
く
、『
東

寺
本
』
を
活
字
化
し
た
（
イ
）
『
群
書
類
従
本
』
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
跡
が
あ
り
、

信
頼
で
き
る
本
文
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。 

 

以
上
、
作
者
自
体
の
問
題
、
作
者
の
書
い
た
本
文
の
保
存
状
態
の
問
題
、
そ
れ
を

写
し
た
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
伝
来
の
過
程
の
問
題
と
い
う
三
点
が
、
貞
素
の

哭
詩
と
序
の
完
全
な
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
主
た
る
原
因
と
考
え
る
。 

 
 

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
れ
た
先
学
の
研
究
が
あ
る
が
、
本

文
、
訓
読
、
訳
、
注
が
全
て
揃
っ
た
注
釈
書
は
未
だ
み
ら
れ
ず
（
『
国
訳
』
は
訓
読
の

み
、
『
東
洋
文
庫
』
は
訓
読
と
注
の
み
、
も
っ
と
も
優
れ
た
成
果
で
あ
る
『
小
野
研
究
』
は
、

本
文
、
訓
読
、
注
が
あ
る
が
全
訳
で
は
な
い
、
『
深
谷
訳
』
の
み
が
全
訳
だ
が
、
こ
ち
ら
に
は

訓
読
と
詳
細
な
注
は
な
い
）
、
こ
の
哭
詩
と
序
に
限
っ
て
も
、
解
釈
の
難
し
い
箇
所
に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
定
見
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。 

 

今
回
の
注
釈
も
、
先
学
に
導
か
れ
つ
つ
も
、
な
か
な
か
正
解
に
た
ど
り
着
く
こ
と

が
で
き
な
い
難
し
い
作
業
で
あ
っ
た
が
、
多
少
の
新
見
を
提
示
し
て
い
る
。
一
つ
だ

け
あ
げ
れ
ば
、
「
鶺
鴒
」
が
、
『
詩
経
』
常
棣
篇
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
兄
弟
の
こ
と

を
指
す
の
み
な
ら
ず
、
兄
弟
の
危
難
に
関
わ
る
意
味
が
あ
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

典
拠
と
し
て
杜
甫
の
詩
と
墓
誌
銘
を
挙
げ
た
。
そ
の
解
釈
に
従
え
ば
貞
素
を
導
い
た
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応
公
は
、
既
に
故
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
「
一
言
道
合
」
も
墓
誌
銘
に

用
例
が
あ
り
、
貞
素
が
こ
の
哭
詩
と
序
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
墓
誌
銘
類
を
参
考
に

し
た
可
能
性
が
高
い
。
僧
は
墓
誌
銘
や
碑
文
を
書
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
披
露
さ
れ

る
場
に
列
席
し
て
、
見
聞
す
る
機
会
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の

墓
誌
銘
や
碑
文
が
全
て
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
全
唐
文
に
残
さ
れ
た

数
例
を
見
た
印
象
に
過
ぎ
な
い
が
、
今
後
こ
の
哭
詩
と
序
の
特
色
を
考
え
て
ゆ
く
方

向
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

な
お
拙
著
『
三
稜
の
玻
璃─

平
安
朝
文
学
と
漢
詩
文
・
仏
典
の
影
響
研
究─

』
（
二

〇
二
一 

武
蔵
野
書
院
）
に
、
霊
仙
が
翻
案
に
加
わ
り
、
貞
素
に
よ
っ
て
我
が
国
に
も

た
ら
さ
れ
た
『
心
地
観
経
』
の
こ
と
ば
が
、
平
安
朝
文
学
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
箇
所
が
あ
る
。
御
高
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

 


